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三
〇
九

１
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
自
治
制
度
改
革

２
．
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

３
．
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

４
．
釜
山
広
域
市
の
地
域
的
特
徴
お
よ
び
国
際
交
流

５
．
対
馬
市
の
誕
生
と
地
域
発
展
策
お
よ
び
地
域
交
流
策

６
．
対
馬
市
地
域
お
こ
し
と
国
際
交
流

１
．
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
自
治
制
度
改
革

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
敗
戦
に
よ
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
間
接
統
治
下
に
入
っ
た
日
本
と
、
日
本
か
ら
の
支
配
か
ら
開
放
さ
れ
た
韓
国
は
、
と
も

　

日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と

地
域
活
性
化
策
の
現
状

　
　
釜
山
広
域
市
と
対
馬
市
の
交
流
を
中
心
と
し
て
　
　

山
　
　
田
　
　
光
　
　
矢



三
一
〇

に
ア
メ
リ
カ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
確
立
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
両
国
の
戦
後
の
民
主
化
と
地

方
分
権
を
大
き
く
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
は
、
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
影
響
で
あ
っ
た
。
特
に
、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て

戦
場
と
な
り
、
分
断
国
家
と
し
て
国
境
線
で
民
族
が
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
韓
国
と
、
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議

に
お
け
る
「
講
和
条
約
」
締
結
に
よ
り
、
沖
縄
県
や
奄
美
諸
島
さ
ら
に
北
方
領
土
の
占
領
と
い
う
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
統
一
国

家
と
し
て
主
権
を
回
復
し
た
日
本
で
は
、
大
き
く
異
な
っ
た
政
治
体
制
や
改
革
の
手
順
を
も
っ
て
、
地
方
分
権
の
拡
充
に
向
け
た
改
革
を
、

紆
余
曲
折
を
た
ど
り
な
が
ら
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
複
雑
な
改
革
の
歴
史
か
ら
は
、
地
方
分
権
改
革
は
終
わ
り
の
な
い
政
治
課

題
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
両
国
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
歴
史
の
概
要
は
表
１
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

日
本
は
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
と
地
方
自
治
法
の
制
定
お
よ
び
改
正
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
導
入
と

分
権
型
地
方
自
治
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
戦
後
改
革
直
前
の
一
九
四
五
年
一
〇
月
時
点
で
は
、
日
本
の
市
町
村
は

二
〇
五
市
、
一
七
九
七
町
、
八
五
一
八
村
の
合
計
一
万
五
二
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
。
民
主
的
な
地
方
分
権
の
推
進
と
、
市
町
村
の
適
正
規

模
化
に
よ
る
効
率
的
地
方
行
政
の
推
進
の
た
め
に
は
、
市
町
村
合
併
が
必
要
不
可
欠
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
民
主
的
な

地
方
自
治
制
度
の
確
立
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
の
一
つ
が
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
あ
り
、
効
率
的
な
地
方
自
治
制
度
は
昭
和
の
大
合
併
に
よ
っ

て
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

地
方
分
権
改
革
の
歴
史
の
中
で
も
、
シ
ャ
ウ
プ
が
提
示
し
た
地
方
税
制
の
確
立
、
国
庫
補
助
金
の
原
則
廃
止
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町

村
間
の
行
政
事
務
権
限
の
配
分
、
行
政
責
任
明
確
化
と
市
町
村
優
先
の
原
則
は
、
現
在
で
も
、
民
主
的
な
地
方
自
治
制
度
の
確
立
の
み
な

ら
ず
、
効
率
的
な
地
方
自
治
制
度
の
推
進
を
目
的
と
す
る
地
方
分
権
改
革
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
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表
１
　
日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
関
連
法
規
と
政
策
年
表

日
　

　
　

　
　

本
韓

　
　

　
　

　
国

年
事

　
　

　
柄

事
　

　
　

項
事

　
　

　
柄

事
　

　
　

項
1945

終
　

　
戦

（
8.15.）

GH
Q

に
よ

る
間

接
統

治
8.15開

放
大

韓
民

国
政

府
誕

生
1946

東
京

都
制

改
正

、
府

県
制

改
正

都
道

長
官

・
府

県
知

事
・

市
町

村
長

の
公

選
市

制
改

正
、

町
村

制
改

正
直

接
請

求
制

度
の

導
入

1947
日

本
国

憲
法

施
行

（
5.3.）

第
８

章
地

方
自

治
（

92-95）
地

方
自

治
法

施
行

（
5.3.）

1947.4.17.公
布

1948
警

察
法

、
教

育
委

員
会

法
制

定
国

家
地

方
警

察
と

自
治

体
警

察
第

１
共

和
国

憲
法

制
定

（
7.17.）

第
８

章
地

方
自

治
（

96-97）
1949

シ
ャ

ウ
プ

勧
告

事
務

再
配

分
、

税
制

改
革

、
地

方
自

治
法

制
定

都
・

農
分

離
式

の
区

域
再

編
市

町
村

中
心

主
義

朝
鮮

戦
争

等
の

影
響

で
機

能
せ

ず
1950

地
方

公
務

員
法

、
地

方
税

法
制

定
地

方
自

治
法

改
正

：
直

接
請

求
手

続
整

備
朝

鮮
戦

争
（

6.25.）
1952

地
方

自
治

法
改

正
特

別
区

長
の

公
選

制
廃

止
（

1974年
復

活
）

広
域

自
治

団
体

議
会

議
員

選
挙

首
長

は
大

統
領

が
任

命
基

礎
自

治
団

体
議

会
議

員
選

挙
首

長
は

議
会

で
互

選
1953

町
村

合
併

促
進

法
施

行
３

年
間

の
時

限
法

：
昭

和
の

大
合

併
朝

鮮
戦

争
停

戦
（

7.27.）
1656

新
市

町
村

建
設

促
進

法
施

行
５

年
間

の
時

限
法

地
方

自
治

法
改

正
政

令
指

定
都

市
制

度
創

設
1960

第
２

共
和

国
憲

法
第

11章
地

方
自

治
1961

新
市

町
村

建
設

促
進

法
一

部
失

効
昭

和
の

大
合

併
終

了
軍

事
ク

ー
デ

タ
ー

地
方

自
治

に
関

す
る

臨
時

措
置

法
：

地
方

議
会

解
散

1962
全

国
総

合
開

発
計

画
地

域
間

の
均

衡
あ

る
発

展
第

３
共

和
国

憲
法

第
３

章
「

統
治

機
構

」
第

５
節

「
地

方
自

治
」：

制
度

改
革

1969
新

全
国

総
合

開
発

計
画

豊
か

な
環

境
の

創
造

1972
第

４
共

和
国

憲
法

（
維

新
憲

法
）

地
方

議
会

：
国

家
統

一
ま

で
構

成
せ

ず
1977

第
三

次
全

国
総

合
開

発
計

画
人

間
居

住
の

総
合

的
環

境
整

備
1980

第
５

共
和

国
憲

法
地

方
議

会
の

構
成

：
法

律
で

定
め

る
1987

第
四

次
全

国
総

合
開

発
計

画
多

極
分

散
型

国
土

の
構

築
第

６
共

和
国

憲
法

民
主

化
宣

言
：

憲
法

全
面

改
正

1988
地

方
自

治
法

改
正

議
会

設
置

、
首

長
公

選
制

1989
1949年

地
方

自
治

法
の

自
治

復
活

議
会

選
挙

:1991年
、

首
長

選
挙

:そ
の

後
1994

地
方

自
治

法
改

正
中

核
市

制
度

及
び

広
域

連
合

制
度

創
設

都
農

複
合

都
市

行
政

特
例

法
制

定
1998

21世
紀

国
土

の
グ

ラ
ン

ド
デ

ザ
イ

ン
多

軸
型

国
土

構
造

の
形

成
中

央
行

政
権

限
の

地
方

移
譲

促
進

法
地

方
移

譲
委

員
会

設
置

1999
地

方
自

治
法

改
正

平
成

の
大

合
併

・
特

例
市

制
度

創
設

地
方

自
治

法
改

正
2003

地
方

分
権

特
別

法
政

府
確

信
地

方
分

権
推

進
委

員
会

設
置

2004
地

方
自

治
法

改
正

地
域

自
治

区
制

度
創

設
地

方
自

治
法

改
正

住
民

投
票

法
制

定
に

伴
う

関
係

条
項

改
正

2006
済

州
特

別
自

治
道

等
設

置
特

別
法

済
州

特
別

自
治

道
移

行
2008

国
土

形
成

計
画

多
様

な
地

域
ブ

ロ
ッ

ク
の

形
成

2010
市

町
村

の
合

併
の

特
例

に
関

す
る

法
律

平
成

の
大

合
併

の
終

了
2012

世
宗

特
別

自
治

市
等

設
置

特
別

法
世

宗
特

別
自

治
市

移
行

注
：

韓
国

に
つ

い
て

は
、

CLA
IR『

韓
国

の
地

方
制

度
』、

伊
誠

國
『

韓
国

に
お

け
る

地
方

分
権

改
革

の
分

析
』

公
人

の
友

社
、

申
龍

徹
『

韓
国

行
政

・
自

治
入

門
』

公
人

社
、

李
憲

模
「

比
較

研
究

へ
の

一
試

論
（

Ⅱ
）

―
日

韓
の

大
都

市
制

度
を

中
心

に
―

」『
中

央
学

院
大

学
法

学
論

叢
』

中
央

学
院

大
学

法
学

部
第

18巻
な

ど
を

参
照

し
て

整
理

し
た

。
　

　
日

本
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

H
P「

地
方

自
治

制
度

の
歴

史
」「

市
町

村
数

の
変

遷
と

明
治

・
昭

和
の

大
合

併
の

特
徴

」
や

、
妹

尾
克

敏
著

『
地

方
自

治
法

の
解

説
　

九
訂

版
』

一
ツ

橋
出

版
な

ど
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。



三
一
二

マ
ム
を
中
心
と
し
た
地
域
間
の
平
準
化
や
国
や
都
道
府
県
の
関
与
の
必
要
性
と
、
地
域
的
な
特
色
を
生
か
し
た
地
域
主
導
の
多
様
な
地
方

自
治
の
推
進
の
必
要
性
を
考
慮
し
た
、
調
和
の
取
れ
た
地
方
分
権
改
革
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
戦
後
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
一
つ
と
し
て
実
践
さ
れ
た
も
の
が
、
昭
和
の
大
合
併
や
種
々
の
広
域
行
政
圏
の
設
定
、
さ
ら
に
平
成

の
大
合
併
や
定
住
自
立
圏
の
設
定
な
ど
に
よ
る
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
で
あ
っ
た
。
反
面
、
現
在
で
は
「
地
域
自
治
組
織
」
や
「
合
併
特

定
区
」
な
ど
の
準
自
治
体
的
な
自
治
区
域
の
設
定
も
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　

韓
国
で
は
、「
周
知
の
ご
と
く
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
殖
民
統
治
か
ら
独
立
を
迎
え
た
韓
国
は
、
約
三
年
に
わ
た
る
米
軍
統
治
を
経

験
し
た
後
、
一
九
四
八
年
八
月
一
五
日
大
韓
民
国
と
い
う
国
名
で
名
実
と
も
に
完
全
な
独
立
国
と
な
る
。
日
本
に
よ
る
殖
民
統
治
お
よ
び

米
軍
統
治
と
い
う
外
部
勢
力
に
よ
る
ほ
ぼ
四
〇
年
間
に
及
ぶ
支
配
を
受
け
て
き
た
韓
国
は
、
独
立
を
迎
え
自
主
的
な
憲
法
を
制
定
す
る
に

い
た
る
。
こ
の
憲
法
の
中
に
は
、
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
原
則
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
九
四
九
年
七
月
四
日
地
方

自
治
法
が
制
定
・
公
布

（
１
）」

さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
左
右
の
激
し
い
対
立
や
、
一
九
五
〇
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
朝
鮮

戦
争
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
、
韓
国
で
は
地
方
自
治
制
度
は
有
効
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
２
）。

韓
国
で
は
一
九
五
二
年
、
五
六
年
、

六
〇
年
に
地
方
議
会
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
が
、
一
九
六
一
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
地
方
議
会
が
解
散
さ
れ
、
一
九
九
一
年

ま
で
地
方
選
挙
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
は
軍
事
独
裁
政
権
に
よ
る
開
発
独
裁
と
い
わ
れ
る
、
上
か
ら
の
経
済
成
長
策
が
実
施
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

韓
国
の
地
方
自
治
の
大
き
な
転
換
点
は
、
一
九
八
七
年
の
第
六
共
和
国
憲
法
の
制
定
と
、
民
主
化
宣
言
を
前
提
と
し
て
実
施
さ
れ
た
一

九
八
八
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
と
も
な
う
地
方
自
治
制
度
の
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
四
九
年
の
地
方
自
治
法
以
降
の
、
伝
統

的
な
「
都
・
農
分
離
方
式
」
を
「
都
農
複
合
方
式
」
に
か
え
る
画
期
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
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三
一
三

韓
国
の
地
方
自
治
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
原
則
一
層
制
の
首
都
と
工
業
地
域
と
、
原
則
二
層
制
の
農
村
地
域
と
い
う
複
合
的
な
地
方
自
治

制
度
を
、
首
都
や
大
都
市
で
は
特
別
市
や
広
域
市
と
自
治
区
や
郡
に
よ
る
、
農
村
地
域
で
は
道
と
市
や
郡
に
よ
る
、
全
て
二
層
制
の
自
治

制
度
に
変
革
し
た
。
さ
ら
に
広
域
行
政
化
を
進
展
さ
せ
た
結
果
、
自
治
体
相
互
間
の
規
模
は
、
人
口
や
面
積
で
見
た
場
合
に
は
、
日
本
の

よ
う
な
極
端
な
違
い
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
の
相
違
を
警
察
行
政
、
消
防
行
政
、
教
育
行
政
か
ら
見
て
い
く
と
そ
の
相
違
が
理
解
で
き
る
。
日
本
で

は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
影
響
を
受
け
て
、
自
治
体
（
市
町
村
）
警
察
、
自
治
体
（
市
町
村
）
消
防
を
前
提
と
し
た
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、

警
察
は
都
道
府
県
警
察
と
な
り
、
消
防
は
自
治
体
（
市
町
村
）
消
防
と
な
っ
た
。
教
育
行
政
は
公
選
の
教
育
委
員
会
制
度
を
前
提
に
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
制
度
が
調
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
で
は
任
命
制
の
教
育
委
員
会
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も

義
務
教
育
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
中
心
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
人
事
権
を
中
心
に
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
関
与
の

度
合
い
が
高
い

（
３
）も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　

韓
国
の
消
防
は
、
一
九
四
六
―
四
八
年
の
米
国
軍
政
時
代
は
自
治
消
防
体
制
が
ひ
か
れ
て
い
た
が
、
韓
国
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
国
家

消
防
体
制
と
な
っ
た
。
一
九
五
八
年
の
「
消
防
法
」
に
よ
っ
て
、
内
務
部
の
国
家
警
察
本
部
内
に
消
防
課
が
設
置
さ
れ
、
国
家
警
察
体
制

に
組
み
込
ま
れ
た
。
一
九
七
二
年
の
「
政
府
組
織
法
」
の
改
正
を
う
け
て
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
釜
山
直
轄
市
は
自
治
消
防
と
な
っ
た
が
、

そ
の
他
の
市
と
道
は
国
家
消
防
と
な
っ
た
。
一
九
九
一
年
の
「
消
防
法
」
改
正
を
う
け
て
、
特
別
市
・
広
域
市
と
道
の
広
域
自
治
消
防
と

な
り
、
消
防
職
員
の
大
部
分
は
地
方
公
務
員
と
な
っ
た
。
韓
国
の
警
察
は
、
一
九
四
八
年
の
内
務
部
治
安
局
の
設
置
に
よ
り
国
家
組
織
と

な
っ
た
。
一
九
九
一
年
の
「
警
察
法
」
に
よ
り
、
内
務
部
（
現
：
行
政
自
治
部
）
の
外
庁
と
し
て
警
察
庁
が
設
立
さ
れ
、
特
別
市
・
広
域
市

と
道
単
位
に
地
方
警
察
庁
が
設
立
さ
れ
た
が
、
警
察
庁
が
地
方
警
察
庁
を
指
揮
監
督
す
る
国
家
警
察
体
制
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。



三
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四

二
〇
〇
四
年
の
「
地
方
分
権
特
別
法
」
に
よ
り
、
自
治
警
察
制
度
の
導
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
済
州
特
別
自
治
道
の
み
に
し
か
自
治

警
察
制
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
教
育
行
政
は
地
方
自
治
団
体
の
事
務
と
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
六
年
以
前
は
間
接
選
挙
の
教
育
委
員

会
で
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、「
地
方
教
育
自
治
に
関
す
る
法
律
」
の
全
面
改
正
を
受
け
て
、
委
員
の
過
半
数
を
住
民
が
直
接
に
選
挙
す
る

制
度
に
改
革
さ
れ
て
い
る

（
４
）。

　

日
本
と
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
類
似
し
た
形
の
広
域
化
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
広
域

自
治
体
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
Ｇ
Ｌ
Ｃ
と
八
つ
の
地
域
開
発
公
社
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
一
二

地
区
と
し
た
場
合
、
そ
の
平
均
面
積
は
二
〇
三
〇
六
㎢
で
平
均
人
口
は
五
〇
三
万
人
と
な
る
。
韓
国
の
広
域
地
方
自
治
団
体
の
平
均
面
積

は
五
八
八
二
㎢
で
平
均
人
口
は
二
九
四
万
人
と
な
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
面
積
は
八
〇
三
九
㎢
で
平
均
人
口
は
二
七
二
万
人
で
あ

る
。
た
だ
し
、
日
本
の
広
域
自
治
体
を
一
三
の
道
州
と
し
た
場
合
、
そ
の
平
均
面
積
は
二
九
〇
六
四
㎢
で
平
均
人
口
は
九
八
三
万
人
と
な

る
。
日
本
の
道
州
制
案
に
い
う
一
三
の
区
域
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
二
地
区
に
近
く
、
日
本
の
都
道
府
県
制
は
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
に
類
似

し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
連
邦
国
家
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
一
六
州
の
内
、
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
三
州
は

都
市
州
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
国
の
特
別
市
と
広
域
市
に
近
く
、
戦
後
日
本
が
予
定
し
た
五
大
都
市
を
前
提
と
し
た
大
都
市
制
度
に
類
似
し

た
も
の
と
い
え
る
。
大
都
市
制
度
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
政
令
指
定
都
市
制
度
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
韓
国
の
特
例
市
特
別

市
制
度
と
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る

（
５
）。

２
．
日
本
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

　

日
本
で
は
一
九
四
六
年
の
東
京
都
制
や
府
県
制
の
改
正
を
受
け
て
、
都
道
長
官
（
都
長
官
は
一
九
四
七
年
に
都
知
事
と
な
り
当
事
の
安
井
都



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
一
五

長
官
は
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
初
代
の
東
京
都
知
事
と
な
っ
た
）
と
府
県
知
事
公
選
制
が
導
入
さ
れ
、
都
道
府
県
が
名
実
と
も
に
地
方
公
共

団
体
と
な
る
こ
と
で
、
地
方
分
権
型
の
地
方
自
治
制
度
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
更
な
る
地
方
分
権
化
の
推
進
は
、
一
九
四

九
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
い
た
地
方
自
治
法
の
改
正
、
一
九
五
三
年
の
市
町
村
合
併
促
進
法
や
五
六
年
の
新
市
町
村
建
設
促
進
法
を

通
じ
た
昭
和
の
大
合
併
、
一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
お
け
る
政
令
指
定
都
市
制
度
の
導
入
な
ど
に
よ
る
広
域
行
政
の
推
進
を
伴
っ

て
展
開
さ
れ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
目
的
は
、「
税
制
自
体
の
体
系
性
と
恒
久
性
を
確
保
す
る
た
め
に
負
担
の
公
平
性
と
資
本
価
値
の
保

全
を
租
税
原
則
の
基
礎
と
し
、
間
接
税
偏
重
か
ら
直
接
税
中
心
に
改
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
地
方
税
制
の
確
立
、
国
庫
補
助
金
の

原
則
廃
止
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
の
創
設
を
求
め
る
と
と
も
に
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
の
間
の
行
政
事
務
権
限
の
配
分
を
、

行
政
責
任
明
確
化
と
市
町
村
優
先
の
原
則
の
も
と
に
再
構
成
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の

（
６
）」

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
た
改
革
は
、
そ
の
後
の
神
戸
勧
告
に
は
じ
ま
る
地
方
制
度
調
査
会
答
申
、
第
二
次
臨
時
調
査
会
答
申
、
地
方
分

権
推
進
審
議
会
答
申
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
、
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
足
跡
が
、
地
方
自
治
法
の
改
正
を
中
心
と
し
た

地
方
自
治
関
連
法
規
の
改
正
や
、
地
方
自
治
体
そ
の
も
の
の
改
革
や
自
治
制
度
の
改
革
と
な
っ
て
表
面
化
し
て
き
た
。
反
面
日
本
で
は
、

「
戦
後
、
東
京
都
制
と
大
都
市
制
度
が
採
用
さ
れ
、
都
道
府
県
同
様
の
機
能
を
持
っ
て
都
道
府
県
か
ら
分
離
保
障
さ
れ
る
特
別
市
が
、
現

実
に
は
一
市
も
成
立
し
な
い
ま
ま
姿
を
消
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す

（
７
）」

と
の
説
明
が
示
す
よ
う
に
、
人
口
百
万
人
以
上
の

大
都
市
を
道
府
県
か
ら
独
立
し
た
広
域
自
治
体
と
す
る
構
想
も
み
ら
れ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

日
本
の
大
都
市
制
度
創
設
の
歴
史
は
、
一
九
二
二
年
に
「
六
大
都
市
行
政
監
督
ニ
関
ス
ル
件
」
が
勅
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
し
か
し
、
地
方
で
の
府
県
と
大
都
市
の
対
立
が
徐
々
に
先
鋭
化
し
た
こ
と
か
ら
、
政
府
は
大
都
市
へ
の
特
例
を
拡
大
し
た
が
、

六
大
都
市
の
特
別
市
移
行
は
容
認
し
な
か
っ
た
。
一
九
四
三
年
に
、
東
京
府
と
東
京
市
を
垂
直
的
統
合
す
る
「
東
京
都
制
」
が
施
行
さ
れ
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た
こ
と
に
よ
り
、
大
都
市
は
五
大
都
市
と
な
っ
た
が
、
大
都
市
を
直
接
内
務
大
臣
の
監
督
下
に
置
く
特
別
市
構
想
は
、
官
選
市
長
制
と
な

る
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
大
都
市
側
が
同
意
し
な
か
っ
た
。
大
都
市
に
対
す
る
特
別
市
制
度
は
、
一
九
四
七
年
の
地
方
自
治
法
に
規
定
さ

れ
た
。
そ
こ
で
は
五
大
都
市
が
府
県
か
ら
の
完
全
独
立
を
予
定
し
た
が
、
五
大
都
市
が
存
在
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
府
県
の
反
対
で
実
現
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
一
九
五
六
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
政
令
指
定
都
市
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
戦
前
の
五
大
都
市
同
様
に
百

万
都
市
を
前
提
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
当
時
神
戸
市
の
人
口
が
五
〇
万
人
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
口
要
件
を
五
〇
万
人
以
上

と
し
て
発
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
首
都
は
特
別
の
制
度
に
な
っ
た
も
の
の
、
残
り
の
五
大
都
市
は
府
県
か
ら
独
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
た
神
戸
の
事
情
に
合
わ
せ
て
人
口
五
〇
万
人
以
上
を
前
提
と
し
た
こ
と
か
ら
、
合
併
を
通
じ
た
政
令
指
定
都
市
の
建
設
が
進
み
、

現
在
で
は
政
令
指
定
都
市
が
二
〇
市
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
８
）。

そ
こ
で
は
大
阪
都
構
想
が
示
す
よ
う
に
、
道
府
県
と
政
令
指

定
都
市
の
対
立
が
一
部
で
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
一
九
六
二
年
か
ら
お
お
む
ね
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
る
期
間
を
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画

に
お
い
て
は
、「
均
衡
あ
る
地
域
の
発
展
」
を
前
提
と
し
て
、
広
域
市
町
村
圏
や
地
方
生
活
圏
、
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
、
モ
デ

ル
定
住
圏
構
想
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
設
定
な
ど
が
導
入
さ
れ
、
中
心
都
市
と
周
辺
市
町
村
の
連
携
を
前
提
と
し
た
広
域
行
政
が
推
進

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
と
も
い
わ
れ
る
「
21
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
や
、
第
六
次
全
国
総
合

開
発
計
画
と
も
い
わ
れ
る
「
国
土
形
成
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
土
形
成
計
画
で
は
「
定
住
自
立
圏
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
一
二
年
に
か
け
て
平
成
の
大
合
併
も
推
進
さ
れ
、
広
域
行
政
の
推
進
と
地
方
分
権
政
策
お
よ
び
地
域
発
展
政
策

が
総
合
的
な
地
域
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
９
）。



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
一
七

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
地
方
分
権
化
と
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
策
は
、
当
初
四
大
工
業
地
帯
の
発
展
と
な
り
、
徐
々
に
三
大
都
市
圏
一
極

集
中
を
へ
て
東
京
一
極
集
中
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
現
在
の
日
本
の
人
口
ベ
ス
ト
二
〇
の
都
道
府
県
を

並
べ
る
と
、
東
京
都
（
東
京
圏
・
関
東
）、
神
奈
川
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
大
阪
府
（
近
畿
圏
）、
愛
知
県
（
中
部
圏
）、
埼
玉
県
（
東
京
圏
・
関

東
）、
千
葉
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
兵
庫
県
（
近
畿
圏
）、
北
海
道
、
福
岡
県
、
静
岡
県
（
中
部
圏
）、
茨
城
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
広
島
県
、

京
都
府
（
近
畿
圏
）、
新
潟
県
、
宮
城
県
、
長
野
県
（
中
部
圏
）、
岐
阜
県
（
中
部
圏
）、
福
島
県
、
群
馬
県
（
東
京
圏
・
関
東
）、
栃
木
県
（
東

京
圏
・
関
東
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
関
東
地
方
全
都
県
が
入
っ
て
お
り
、
近
畿
圏
も
中
心
と
な
る
二
府
一
県
が
、
中
部
圏
も
中

心
と
な
る
三
県
と
長
野
県
が
入
っ
て
い
る
。
特
に
上
位
六
県
を
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
東
京
圏
と
い
わ
れ
る
東
京
都
と
神
奈
川
県
と
埼
玉
県

と
千
葉
県
の
一
都
三
県
（
内
部
に
五
つ
の
政
令
指
定
都
市
を
含
む
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
東
京
一
極
集
中
の
実
態
は
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

ま
た
宮
城
県
（
東
北
地
方
）、
新
潟
県
（
北
陸
地
域
）、
広
島
県
（
中
・
四
国
地
方
）、
福
岡
県
（
九
州
地
方
）
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
県
が
各
地
域
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
日
本
の
九
ブ
ロ
ッ
ク
（
中
部
圏
を
北
陸
圏
と
東
海
圏
に
分
け
た
）
の
中
で
、

北
海
道
（
道
庁
の
あ
る
札
幌
市
が
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
）
と
三
大
都
市
圏
を
除
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
る
県
が
あ
り
、

そ
の
県
庁
所
在
地
な
ど
が
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
な
お
首
都
圏
（
一
都
六
県
）
に
は
二
〇
一

〇
年
一
〇
月
一
日
現
在
四
千
二
百
六
〇
万
人
強
の
人
口
が
あ
り
、
日
本
の
総
人
口
一
億
二
千
八
百
五
万
人
強
の
三
三
・
三
％
の
人
々
が
住

ん
で
い
る
。
東
京
都
に
は
一
千
二
百
六
万
人
強
で
全
人
口
の
ほ
ぼ
一
〇
％
強
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
な
お
近
畿
圏
（
二
府
四
県
）
に
は

一
千
五
百
万
人
強
で
一
六
％
強
の
人
々
が
、
中
部
圏
（
愛
知
県
、
三
重
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
）
に
は
一
千
五
百
万
人
強
で
一
二
％
強
の
人
々

が
住
ん
で
い
る）

（1
（

。
日
本
の
人
口
は
一
億
二
七
二
九
万
三
五
七
五
人
、
面
積
を
三
七
万
二
九
二
五
・
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
都

道
府
県
の
平
均
人
口
は
二
七
〇
万
八
三
七
四
人
、
平
均
面
積
は
七
九
三
四
・
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
そ
こ
に
は
一
千
三
百
万



三
一
八

人
超
の
東
京
か
ら
五
百
七
十
万
人
強
の
鳥
取
県
ま
で
二
倍
以
上
の
開
き
が
あ
る
。

　

平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
日
本
の
基
礎
自
治
体
は
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
の
六
七
〇
市
、（
二
三
区
）、
一
九
九
四
町
、
五
六
八
村
の

合
計
三
二
三
二
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
七
八
六
市
、（
二
三
区
）、
七
五
七
町
、
一
八
四
村
の
合
計
一
七
二
七
市
町
村

（
一
七
五
〇
市
区
町
村
）
と
な
っ
て
終
了
し
た
。
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
一
月
一
一
日
現
在
で
は
、
七
九
〇
市
、（
二
三
区
）、
七
四
五
町
、

一
八
三
村
の
合
計
一
七
一
八
市
町
村
（
一
七
四
一
市
区
町
村
）
と
な
っ
て
い
る
。
七
九
〇
市
の
中
で
人
口
最
大
の
市
は
横
浜
市
に
は
三
七
〇

万
二
五
五
一
人
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
最
小
の
北
海
道
歌
志
内
市
に
は
三
九
三
九
人
し
か
住
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の
差
は
一

千
倍
近
い
。
人
口
一
〇
〇
万
人
超
の
市
は
一
一
で
あ
り
、
人
口
七
〇
万
人
超
の
二
〇
の
市
は
全
て
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
て
い
る
。
人
口

五
万
人
以
上
の
市
は
五
二
三
で
二
六
七
の
市
は
人
口
五
万
人
未
満
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
三
市
は
人
口
一
万
人
以
下
で
あ
る
。
面
積
で
比
較

す
る
と
、
二
一
七
七
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
岐
阜
県
高
山
市
か
ら
、
五
・
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
埼
玉
県
蕨
市
ま
で
四
百
倍
以

上
の
開
き
が
あ
る
。

　

七
四
五
町
の
中
で
人
口
五
万
人
を
超
え
る
の
は
、
五
万
七
三
六
人
の
広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
と
五
万
一
三
八
人
の
宮
城
県
黒
川
郡
富
谷

町
の
二
町
で
あ
り
、
最
小
人
口
の
町
は
一
一
三
五
人
の
山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
で
あ
る
。
面
積
は
一
四
〇
八
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
北
海
道
足
寄
郡
足
寄
町
か
ら
四
・
〇
三
の
大
阪
府
泉
北
郡
忠
岡
町
ま
で
、
約
三
五
〇
倍
の
開
き
が
あ
る
。
一
八
三
村
の
う
ち
人
口
三

万
人
を
超
え
る
の
は
、
三
万
九
一
三
六
人
の
沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
と
三
万
七
九
八
三
人
の
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
の
二
村
で
あ
り
、
一

万
人
台
の
村
も
一
〇
村
存
在
す
る
。
反
面
人
口
千
人
未
満
の
村
も
三
二
村
存
在
す
る
。
最
小
人
口
の
村
は
一
八
七
人
の
東
京
都
八
丈
支
庁

青
ヶ
島
村
で
あ
り
、
二
百
倍
を
超
え
る
違
い
が
あ
る
。
面
積
を
見
れ
ば
、
六
七
二
・
三
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
奈
良
県
吉
野
郡
十
津
川

村
か
ら
、
三
・
四
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
富
山
県
中
新
川
郡
船
橋
村
ま
で
二
百
倍
近
い
違
い
が
あ
る
。
一
口
に
市
町
村
と
い
っ
た
場
合
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三
一
九

に
は
、
人
口
で
は
横
浜
市
と
青
ヶ
島
村
の
間
に
は
二
万
倍
近
い
開
き
が
あ
り
、
面
積
で
は
高
山
市
と
舟
橋
村
の
間
に
は
六
百
倍
を
超
え
る

違
い
が
あ
る
。
何
ら
か
の
調
整
が
必
要
と
も
い
え
る）

（（
（

。
な
お
、
平
成
の
大
合
併
後
の
「
合
併
特
例
区
」
や
「
地
域
自
治
区
」
等
の
導
入
は
、

後
述
の
韓
国
が
「
洞
・
邑
・
面
」
と
い
う
準
自
治
体
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

３
．
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
の
歴
史
と
特
徴

　

韓
国
の
地
方
公
共
団
体
は
、
一
九
四
九
年
の
地
方
自
治
法
が
「
都
・
農
分
離
方
式
」
に
よ
る
区
域
再
編
を
実
施
し
た
結
果
、
一
特
別
市

（
ソ
ウ
ル
）
と
九
道
の
合
計
一
〇
の
広
域
自
治
団
体
と
、
一
九
市
と
七
五
邑
と
一
四
四
八
面
の
合
計
一
五
四
二
の
基
礎
自
治
団
体
か
ら
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
地
方
自
治
制
度
は
朝
鮮
戦
争
等
の
影
響
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か
っ
た）

（1
（

。
一
九
六
一
年
の
軍

事
ク
ー
デ
タ
ー
で
発
足
し
た
軍
事
政
権
は
、「
地
方
自
治
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
」
を
制
定
し
て
首
長
の
任
命
制
を
導
入
し
た
。
一
九
六

二
年
に
は
第
三
共
和
国
憲
法
を
制
定
し
、
自
治
関
係
規
定
の
改
正
を
通
じ
て
基
礎
自
治
団
体
を
二
七
市
と
一
四
〇
郡
の
合
計
一
六
七
市
・

郡
に
再
編
し
、
一
五
二
八
存
在
し
た
邑
と
面
を
準
自
治
団
体
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
気
に
基
礎
地
方
自
治
団
体
を
一
〇
％
に
ま
で
減

少
さ
せ
た
。
同
年
政
府
は
、「
釜
山
市
政
府
直
轄
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
、
釜
山
市
を
道
か
ら
独
立
し
た
広
域
地
方
自
治
団
体
と
す

る
新
し
い
制
度
に
移
行
さ
せ
た
。

　

韓
国
の
産
業
発
展
に
向
け
た
軍
事
政
権
の
開
発
独
裁
は
、
工
業
中
心
の
都
市
を
農
業
中
心
地
域
か
ら
分
離
し
、
そ
こ
に
集
中
投
資
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
政
治
的
都
市
で
あ
る
首
都
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
港
湾
都
市
で
あ
る
釜
山
市
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
韓
国
の
発
展
に
伴
っ
て
軍
事
政
権
は
大
邱
市
、
仁
川
市
、
光
州
市
を
順
次
直
轄
市
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
韓
国
の
地
方

自
治
団
体
は
、
一
層
制
の
「
ソ
ウ
ル
特
別
市
」
や
「
直
轄
市
」
と
、
二
層
制
の
「
道
」
と
「
市
・
郡
」
の
異
な
っ
た
制
度
が
並
存
す
る
も



三
二
〇

の
と
な
っ
た
。
首
都
と
産
業
や
交
易
の
中
心
で
あ
る
大
都
市
と
農
村
地
域
の
区
分
が
制
度
上
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ

の
結
果
、
首
都
と
工
業
地
域
が
原
則
一
層
制
の
広
域
都
市
自
治
団
体
と
な
り
、
農
村
地
域
が
原
則
二
層
制
の
広
域
地
域
自
治
組
織
と
い
う
、

二
つ
の
異
な
っ
た
制
度
が
混
在
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
九
八
七
年
に
第
六
共
和
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
民
主
化
宣
言
が
な
さ
れ
、
一
九
八
八
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
、
ソ
ウ
ル
特
別

市
と
直
轄
市
に
置
か
れ
て
い
る
「
自
治
区
」
が
基
礎
地
方
自
治
団
体
と
な
り
、
韓
国
の
地
方
自
治
制
度
は
全
て
二
層
制
と
な
っ
た
。
一
九

八
九
年
に
は
大
田
市
が
直
轄
市
と
な
り
、
直
轄
市
は
五
と
な
っ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
「
都
農
複
合
形
態
の
市
の
設
置
に
伴
う
行
政
特
例

等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
三
三
市
と
三
二
郡
の
統
合
が
実
施
さ
れ
、
一
三
六
存
在
し
た
郡
は
九
四
郡
ま
で
減
少
し
た
。
ま
た
大

都
市
で
あ
る
直
轄
市
は
広
域
市
に
名
称
が
変
更
さ
れ
、
内
部
に
基
礎
自
治
団
体
で
あ
る
郡
を
設
置
す
る
こ
と
も
容
認
さ
れ
た
。
都
市
部
と

農
村
地
域
の
総
合
行
政
の
推
進
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
第
一
〇
条
第
二
項
に
、「
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市

に
対
し
て
は
、
道
が
処
理
す
る
事
務
の
一
部
を
直
接
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
、
道
の
内
部
に
道
か
ら
は
独
立

し
な
い
特
定
市
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た）

（1
（

。

　

そ
の
後
、
地
域
的
特
長
に
合
わ
せ
た
広
域
自
治
団
体
の
改
革
が
行
わ
れ
、
済
州
道
は
特
別
自
治
道
に
改
正
さ
れ
、
内
部
の
基
礎
自
治
体

は
廃
止
さ
れ
一
層
制
と
な
っ
た
。
ま
た
盧
武
鉉
大
統
領
の
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
時
の
公
約
で
あ
る
、「
首
都
圏
集
中
抑
制
と
国
土

の
均
衡
開
発
を
目
的
に
、
青
瓦
台
（
大
統
領
府
）
と
中
央
省
庁
を
ソ
ウ
ル
か
ら
忠
清
道
に
移
転
す
る
」
の
実
現
に
向
け
て
提
案
し
た
、「
行

政
中
心
複
合
都
市
建
設
特
別
法
」
が
成
立
し
、
新
し
い
都
市
「
世
宗
市
」
の
建
設
が
進
ん
だ
。
李
明
博
大
統
領
は
二
〇
一
〇
年
に
「
世
宋

特
別
自
治
市
設
置
法
」
の
制
定
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
に
世
宋
特
別
自
治
市
が
設
置
さ
れ
た）

（1
（

。
な
お
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
の
変
遷
は

表
２
の
と
お
り
で
あ
り
、
韓
国
の
地
方
自
治
体
の
現
状
は
図
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
等
の
現
状
は
表
３
、
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表
２
　
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
の
変
遷

広
　

域
　

自
　

治
　

団
　

体
基

　
礎

　
自

　
治

　
団

　
体

年
特

別
市

直
轄

市
道

特
別

自
治

道
特

別
自

治
市

小
計

市
郡

自
治

区
邑

面
小

計
合

計
備

　
　

　
考

広
域

市

1949
1

9
10

19
［

134］
75

1448
1542

1552
市

・
邑

・
面

が
基

礎
自

治
団

体

1962
1

9
10

27
140

 167
 177

市
・

郡
：

基
礎

自
治

体
。

邑
・

面
：

準
自

治
団

体
移

行

1963
1

1
9

11
30

139
 169

 180
釜

山
直

轄
市

誕
生

（
釜

山
市

政
府

直
轄

市
に

関
す

る
法

律
）

1981
1

3
9

13
46

139
 185

 198
大

邱
市

、
仁

川
市

：
直

轄
市

に
昇

格

1986
1

4
9

14
57

139
 196

 210
光

州
市

：
直

轄
市

昇
格

1988
1

4
9

14
56

138
46

 240
 254

特
別

市
、

直
轄

市
の

自
治

区
：

基
礎

自
治

団
体

と
な

る

1989
1

5
9

15
67

137
56

 260
 275

大
田

市
：

直
轄

市
に

昇
格

1995
1

5
9

15
67

 94
65

 226
 241

都
農

複
合

都
市

行
政

特
例

法
（

1994年
制

定
、

95年
改

正
）

1997
1

6
9

16
71

 94
69

 234
 250

蔚
山

市
：

広
域

市
昇

格

2006
1

6
8

1
16

75
 86

69
 230

 246
済

州
道

：
特

別
自

治
道

移
行

・
２

市
２

郡
廃

止

2012
1

6
8

1
1

17
74

 84
69

 227
 244

世
宋

特
別

自
治

区
発

足

2013
1

6
8

1
1

17
75

 83
69

 227
 244

１
郡

が
市

に
昇

格

注
：

森
法

子
「

韓
国

の
地

方
自

治
制

度
の

沿
革

」『
韓

国
の

地
方

自
治

』
CLA

IR、
伊

誠
國

『
韓

国
に

お
け

る
地

方
分

権
改

革
の

分
析

』
公

人
の

友
社

、
申

龍
徹

『
韓

国
行

政
・

自
治

入
門

』
公

人
社

等
を

参
照

し
て

整
理

し
た

。



三
二
二

表
４
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

現
在
の
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
は
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
と
六
広
域
市
と
八
道
と
特
別
自
治

道
、
特
別
自
治
市
の
合
計
一
七
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
特
別
市
・
広
域
市
・
自
治
市
に
は

二
千
三
百
万
強
（
約
四
七
％
）
の
人
々
が
、
道
と
自
治
道
に
は
二
千
七
百
万
人
強
（
約
五

三
％
）
の
人
口
が
住
ん
で
い
る
。
特
別
市
と
広
域
市
の
中
で
最
大
の
人
口
は
一
千
万
人
強

の
ソ
ウ
ル
特
別
市
で
あ
り
、
最
小
は
人
口
一
一
五
万
人
強
の
蔚
山
広
域
市
で
、
九
倍
弱
の

差
し
か
な
い
。
最
大
人
口
の
道
は
一
千
二
百
万
人
強
の
京
畿
道
で
あ
り
、
最
小
人
口
の
道

は
百
五
十
万
人
強
の
江
原
道
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
は
八
倍
弱
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
ソ

ウ
ル
特
別
市
と
仁
川
広
域
市
と
隣
接
す
る
京
畿
道
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
首
都
圏
に
は
、
二

五
一
三
万
二
五
九
八
人
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
韓
国
の
全
人
口
の
五
〇
％
強
が
首

都
圏
域
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
の
区
域
は
釜
山
広
域
市
と
蔚
山
広
域
市

に
隣
接
す
る
慶
尚
南
道
で
構
成
さ
れ
る
圏
域
で
、
そ
こ
に
は
八
〇
〇
万
五
〇
五
四
人
（
全

人
口
の
ほ
ぼ
一
六
％
）
が
居
住
し
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
圏
域
に
韓
国
の
全
人
口
の
約
三

分
の
二
が
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
韓
国
の
大
都
市
圏
域
へ
の
人
口
集
中
の
激
し
さ

が
認
め
ら
れ
る
。
軍
事
政
権
の
開
発
独
裁
策
が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
を
中
心
に
韓
国
の
経

済
発
展
を
考
え
実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

韓
国
の
基
礎
自
治
団
体
の
中
で
、
特
別
市
と
広
域
市
に
お
か
れ
て
い
る
自
治
区
を
み
る

（広域自治体）

〔17〕
特 別 市

（1：ソウル）

自治区

洞 洞 邑 面
（一般区）

（行政中心複合都市）

洞 邑 面 洞 邑 面邑 面

自治区 郡 郡 行政市市

広 域 市
（ ６ ）

道
（ ８ ）

特別自治道
（1：済州道）

特別自治市
（1：世宗）

（基礎自治体）

〔227〕

（下部行政単位）

広域市：釜山広域市、大邸広域市、仁川広域市、光州広域市、大田広域市、蔚山広域市
　道　：京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道
市：75　郡：83　自治区：69

図１　韓国の地方自治体



日
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と
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（
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田
）

三
二
三

表
３
　
韓
国
の
地
方
自
治
団
体
等

広
域

自
治

団
体

基
礎

自
治

団
体

下
部

行
政

単
位

人
口

面
積

自
治

区
数

平
均

人
口

平
均

面
積

郡
の

数
平

均
人

口
平

均
面

積
邑

面
洞

ソ
ウ

ル
特

別
市

10,195,318
   605.21

 25
407812.72

 24.21
423

釜
 山

 広
 域

 市
 3,538,484

   769.67
 15

228261.20
 36.76

 1
114566.00

 218.27
  2

3
209

大
 邱

 広
 域

 市
 2,505,644

   883.68
  7

331611.14
 65.30

 1
184366.00

 426.60
  3

6
130

仁
 川

 広
 域

 市
 2,843,981

  1040.82
  8

344648.75
 57.19

 2
 43395.50

 291.67
  1

19
126

光
 洲

 広
 域

 市
 1,469,216

   501.18
  5

293842.20
100.29

94
大

 田
 広

 域
 市

 1,524,583
   540.25

  5
304916.60

180.05
77

蔚
 山

 広
 域

 市
 1,147,256

  1060.19
  4

234854.00
 75.77

 1
207840.00

 757.12
  4

8
44

世
宗

特
別

自
治

市
   113,117

   464.84
  1

9
1

小
　

　
計

23,337,599
  5865.84

 69
［

338226.07］
［

85.01］
 5

［
118712.6］

［
403.07］

 11
45

1,104
人

口
面

積
市

の
数

平
均

人
口

平
均

面
積

郡
の

数
平

均
人

口
平

均
面

積
邑

面
洞

京
　

 畿
 　

道
12,093,299

 10170.91
 27

436117.14
265.39

 4
 79534.00

3005.35
 32

109
406

江
　

 原
 　

道
 1,538,630

 16873.50
  7

159364.00
686.43

11
 38473.45

1097.14
 24

95
74

忠
  清

  北
  道

 1,565,628
  7406.17

  3
328607.33

673.45
 9

 61423.11
 598.42

 15
87

51
忠

  清
  南

  道
 2,028,777

  8204.00
  8

190465.87
620.74

 7
 72150.00

 462.58
 24

137
44

全
  羅

  北
  道

 1,873,341
  8066.77

  6
255397.00

516.26
 8

 42619.88
 621.15

 14
145

82
全

  羅
  南

  道
 1,909,618

 12266.87
  5

209998.40
505.79

17
 50566.24

 572.82
 33

196
67

慶
  尚

  北
  道

 2,698,353
 19028.74

 10
214554.30

976.70
13

 42523.85
 712.44

 36
202

93
慶

  尚
  南

  道
 3,319,314

 10534.80
  8

351609.00
530.60

10
 50644.20

 629.00
 20

177
121

小
　

　
計

27,026,960
 92551.76

 74
［

310377.31］
［

521.56］
79

［
51380.24］

［
683.00］

198
1,148

938
済

州
特

別
自

治
道

   583,713
  1849.29

行
政

市
（

地
方

自
治

団
体

で
は

な
い

）
２

市
が

存
在

：
済

州
市

・
西

帰
浦

市
  7

5
31

合
　

　
計

50,948,272
100266.89

143
［

318,873］
［

668.23］
84

［
55,388.12］

［
665.98］

216
1,198

2,073
注

１
：

CLA
IR『

韓
国

の
地

方
自

治
』

2008年
３

月
（

第
１

章
「

韓
国

の
地

方
自

治
制

度
の

沿
革

」、
参

考
資

料
「

広
域

自
治

団
体

の
概

要
」「

基
礎

自
治

団
体

の
概

要
」

は
2014年

改
訂

）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。
注

２
：［

　
］

内
の

数
字

は
平

均
値

で
あ

る
。



三
二
四

表
４
　
韓
国
の
広
域
自
治
団
体
に
お
け
る
自
治
区
や
市
と
郡
の
人
口
と
面
積

広
域

市
等

の
人

口
自

治
区

の
人

口
郡

の
人

口
広

域
市

等
の

面
積

自
治

区
の

面
積

郡
の

面
積

ソ
ウ

ル
特

別
市

10,195,318
10,195,318

605.21
605.21

釜
 山

 広
 域

 市
3,538,484

3,423,918
114,566

769.67
551.40

  218.27
大

 邱
 広

 域
 市

2,505,644
2,321,278

184,366
883.68

457.08
  426.60

仁
 川

 広
 域

 市
2,843,981

2,757,190
86,791

1040.82
457.48

  583.34
光

 洲
 広

 域
 市

1,469,216
1,469,216

501.18
501.18

大
 田

 広
 域

 市
1,524,583

1,524,583
540.25

540.25
蔚

 山
 広

 域
 市

1,147,256
939,416

207,840
1060.19

303.07
  757.12

世
宗

特
別

自
治

市
113,117

464.84
小

　
　

計
23,337,599

22,630,919
593,563

5865.84
3415.67

 1985.33
道

の
人

口
市

の
人

口
郡

の
人

口
道

の
面

積
市

の
面

積
郡

の
面

積
京

　
 畿

 　
道

12,093,299
11,775,163

318,136
10170.91

7,165.56
 3005.35

江
　

 原
 　

道
1,538,630

1,115,422
423,208

16873.50
4,804.99

12068.51
忠

  清
  北

  道
1,565,628

1,012,820
552,808

7406.17
2,020.35

 5385.82
忠

  清
  南

  道
2,028,777

1,523,727
505,050

8204.00
4,965.95

 3238.05
全

  羅
  北

  道
1,873,341

1,532,382
340,959

8066.77
3,097.56

 4969.21
全

  羅
  南

  道
1,909,618

1,049,992
859,626

12266.87
2,528.95

 9737.92
慶

  尚
  北

  道
2,698,353

2,145,543
552,810

19028.74
9,767.02

 9261.72
慶

  尚
  南

  道
3,319,314

2,812,872
506,442

10534.80
4,244.77

 6290.03
合

　
　

計
27,026,960

22,967,921
4,059,039

92551.76
38,595.15

53956.61
注

：
CLA

IR『
韓

国
の

地
方

自
治

』
2008年

３
月

（
第

１
章

「
韓

国
の

地
方

自
治

制
度

の
沿

革
」、

参
考

資
料

「
広

域
自

治
団

体
の

概
要

」「
基

礎
自

治
団

体
の

概
要

」
は

2014
年

改
訂

）
を

参
照

し
て

作
成

し
た

。
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（
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分
権
改
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と
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性
化
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の
現
状
（
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田
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三
二
五

と
、
最
大
人
口
の
区
は
ソ
ウ
ル
特
別
市
に
あ
る
六
七
万
三
一
一
五
人
が
住
ん
で
い
る
松
坡
区
で
、
最
小
人
口
の
区
は
釜
山
広
域
市
の
四
万

八
一
四
八
人
が
住
ん
で
い
る
中
区
で
あ
り
、
約
一
四
倍
の
開
き
が
あ
る
。
面
積
で
比
較
し
た
場
合
、
最
大
は
二
二
二
・
九
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
光
州
広
域
市
の
光
山
市
で
あ
り
、
最
小
は
二
・
八
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
釜
山
広
域
市
の
中
区
で
あ
り
、
そ
の
差
は
七
九
倍
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
自
治
区
で
は
二
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
光
山
区
だ
け
で
あ
り
、
一
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

台
の
自
治
区
も
八
し
か
な
い
。
ま
た
面
積
が
一
ケ
タ
台
の
区
は
五
、
人
口
が
一
〇
万
人
未
満
の
区
も
六
し
か
な
く
、
そ
の
中
の
四
つ
の
区

は
人
口
が
一
〇
万
人
未
満
、
面
積
が
一
ケ
タ
台
で
あ
る
。
中
区
を
含
む
こ
れ
ら
の
四
つ
の
区
は
極
端
に
小
規
模
な
自
治
区
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
五
五
の
区
は
人
口
と
面
積
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　

大
都
市
圏
内
の
五
つ
の
郡
で
は
最
大
人
口
は
蔚
山
広
域
市
の
蔚
州
郡
で
二
〇
万
七
八
四
〇
人
、
最
小
人
口
は
二
万
三
九
人
の
仁
川
広
域

市
の
壅
津
郡
で
あ
る
。
面
積
も
最
大
は
七
五
七
・
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
蔚
州
郡
、
最
小
は
一
七
一
・
九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

壅
津
郡
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
口
で
約
一
〇
倍
、
面
積
で
約
四
倍
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
を
除
く
と
さ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
い
と
い
え

る
。

　

道
に
あ
る
市
の
人
口
と
面
積
の
差
異
を
見
る
と
、
最
大
人
口
は
一
一
二
万
二
五
八
人
の
京
畿
道
の
水
原
市
、
第
二
位
が
一
〇
九
万
一
四

七
一
人
の
慶
尚
南
道
の
昌
原
市
で
、
百
万
人
台
は
こ
の
二
市
だ
け
で
あ
る
。
最
小
人
口
の
市
は
四
万
九
四
九
三
人
の
江
原
道
の
太
白
市
で

あ
り
、
最
大
と
最
小
の
差
は
二
二
倍
強
と
な
っ
て
い
る
が
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
市
は
九
市
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
市
の
差
は
一
〇
倍

未
満
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
最
大
面
積
は
一
五
二
一
・
八
七
の
慶
尚
北
道
の
安
東
市
、
最
小
面
積
は
三
三
・
三
一
の
京
畿
道
に
あ
る
九
里

市
で
あ
り
、
最
大
と
最
小
の
差
は
四
五
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
面
積
一
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
市
は
九
市
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
う
ち
五
市
は
慶
尚
北
道
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
面
積
が
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
は
一
二
市
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
一



三
二
六

市
は
京
畿
道
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
市
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　

道
の
郡
の
最
大
人
口
は
一
五
万
五
一
〇
四
人
の
忠
清
南
道
の
扶
餘
郡
、
最
小
は
一
万
六
七
三
人
の
慶
尚
北
道
鬱
陵
郡
で
あ
り
、
そ
の
差

は
一
四
倍
強
で
あ
る
が
、
人
口
一
〇
万
人
を
超
え
る
も
の
は
四
郡
に
過
ぎ
ず
、
人
口
一
万
人
台
は
二
郡
、
二
万
人
台
も
九
郡
に
過
ぎ
ず
、

残
り
の
郡
の
差
は
三
倍
程
度
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
面
積
で
は
、
最
大
は
一
八
一
九
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
江
原
道
の
洪
川
郡
、

最
小
は
六
〇
・
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
忠
清
南
道
の
錦
山
市
で
あ
り
、
そ
の
差
は
三
〇
倍
弱
で
あ
る
が
、
面
積
一
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
郡
は
八
郡
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
五
市
は
江
原
道
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
面
積
が
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
郡
は
二

郡
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
以
外
の
郡
の
差
は
一
〇
倍
以
内
に
お
さ
ま
っ
て
い
る）

（1
（

。

４
．
釜
山
広
域
市
の
地
域
的
特
徴
お
よ
び
国
際
交
流

　

釜
山
広
域
市
は
、
高
麗
時
代
は
蔚
州
東
菜
県
に
属
す
る
漁
村
で
富
山
浦
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
一
三
六
七
年
に
戦
略
的
な
軍
事
要
衝
で
あ

る
こ
と
か
ら
富
山
鎮
が
お
か
れ
、
一
三
九
二
年
に
釜
山
地
域
は
東
莱
府
と
な
っ
た
。
一
四
〇
二
年
の
『
太
宗
実
録
』
に
は
「
富
山
」
と
記

載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
四
七
〇
年
の
『
成
宗
実
録
』
に
は
「
釜
山
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
富
山
と
釜
山
が
混
用
さ
れ

て
き
た
が
、
一
四
八
一
年
の
『
東
国
輿
地
勝
覽
』
以
降
「
釜
山
」
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
五
世

紀
は
じ
め
に
は
富
山
浦
に
も
ど
り
、
日
本
人
居
留
地
で
あ
る
「
倭
館
（
浦
所
倭
館
）」
が
設
置
さ
れ
た
。
一
五
九
九
年
に
は
、
日
本
に
対
す

る
外
交
政
策
遂
行
上
の
重
要
拠
点
的
位
置
の
た
め
、
再
び
東
莱
府
に
昇
格
し
て
い
る
。
一
七
世
紀
に
入
り
、
朝
鮮
王
朝
と
江
戸
幕
府
の
交

渉
が
復
活
す
る
と
、
龍
頭
山
一
帯
に
対
馬
藩
の
草
梁
倭
館
が
設
置
さ
れ
、
釜
山
と
対
馬
は
両
国
の
交
流
と
交
易
の
窓
口
と
な
っ
た
。
一
八

七
六
年
に
国
際
貿
易
港
と
な
り
、
一
八
七
七
年
の
日
朝
修
好
条
規
（
江
華
条
約
）
に
よ
っ
て
、
仁
川
港
や
元
山
港
と
と
も
に
日
本
と
の
交



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
二
七

易
の
拠
点
と
な
っ
た
。
一
八
九
五
年
に
慶
尚
南
道
が
お
か
れ
る
と
そ
の
道
庁
所
在
地
と
な
り
、
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
に
よ
り
釜
山
府

に
改
称
さ
れ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
韓
国
に
お
け
る
地
方
自
治
改
革
の
中
で
、
一
九
四
九
年
に
釜
山
府
は
釜
山
市
と
な
り
、
新
た
に
機
張
郡
を
編
入

し
区
域
を
拡
大
し
て
い
る
。
朝
鮮
戦
争
で
ソ
ウ
ル
が
陥
落
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
五
三
年
ま
で
大
韓
民
国
の
臨
時
首
都
で
も
あ
っ
た
。
一

九
五
七
年
に
出
張
所
を
区
に
改
名
し
た
と
き
に
は
六
区
構
成
と
な
っ
た
。
一
九
六
三
年
一
月
一
日
に
釜
山
直
轄
市
と
な
り
数
次
に
わ
た
る

市
域
拡
大
を
行
っ
た
。
一
九
七
五
年
に
七
区
と
な
り
、
一
九
八
九
年
に
は
一
二
区
ま
で
市
域
を
拡
大
し
た
。
一
九
九
五
年
一
月
一
日
に
は

一
二
区
の
ま
ま
で
釜
山
広
域
市
に
な
り
、
そ
の
後
も
市
町
村
合
併
に
よ
り
一
五
区
一
郡
と
な
っ
た
。
釜
山
広
域
市
は
韓
国
第
二
位
の
人
口

を
要
す
る
大
都
市
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
特
別
市
は
面
積
六
〇
五
・
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
全
国
の
〇
・
六
％
）
の
な
か
に
一
千
四
四
万
人

強
（
全
国
の
二
〇
・
八
％
）
の
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
釜
山
広
域
市
は
面
積
七
六
六
・
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
全
国
の
〇
・
七
六
％
）
の

な
か
に
三
四
一
万
人
強
（
〇
・
六
八
％
）
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
釜
山
広
域
市
は
人
口
で
は
韓
国
第
二
位
の
港
湾
都
市
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
へ
の
一
極
集
中
の
激
し
さ
が
わ
か
る）

（1
（

。

　

最
初
の
直
轄
市
と
し
て
発
展
し
て
き
た
釜
山
広
域
市
は
、
韓
半
島
の
東
南
に
位
置
し
、
天
恵
の
良
港
と
さ
れ
る
釜
山
港
を
母
体
に
発
達

し
て
き
た
、
韓
国
第
一
の
港
湾
都
市
で
あ
り
、
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
で
は
世
界
第
五
位
を
誇
る
大
規
模
な
港
湾
都
市
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
鎖
国
政
策
を
と
っ
て
い
た
韓
国
に
あ
っ
て
釜
山
港
は
、
一
八
七
六
年
に
国
際
貿
易
港
と
し
て
開
港
さ
れ
、
翌
年
に
は
日
朝
修
好
条
規

に
よ
っ
て
仁
川
や
元
山
と
と
も
に
日
本
に
む
け
て
開
港
さ
れ
た
三
港
の
一
つ
で
あ
る
。
釜
山
広
域
市
に
は
、
既
存
の
港
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
釜
山
港
で
あ
る
釜
山
国
際
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
あ
る
北
港
、
国
内
最
大
の
漁
業
前
進
基
地
で
あ
る
南
港
、
主
に
沿
岸
漁
獲
物
を
扱
う
多

大
浦
港
、
水
産
物
や
沿
岸
貨
物
の
取
扱
い
港
で
あ
る
甘
皮
港
の
四
港
が
あ
る
が
、
現
在
は
ア
ジ
ア
各
地
と
北
米
を
結
ぶ
荷
物
の
積
み
替
え



三
二
八

拠
点
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
延
び
る
と
思
わ
れ
る
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
結
ぶ
北
極
航
路
に
お
け
る
物
流
を
担
う
「
釜
山
新
港
」
が
建
設

さ
れ
、
現
在
も
拡
張
工
事
が
続
い
て
い
る
。
北
港
は
釜
山
駅
前
に
移
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
国
際
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
更
な
る

発
展
が
見
込
ま
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
釜
山
の
発
展
を
後
押
し
し
た
も
の
が
、「
こ
の
法
律
は
、
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
を
通
じ
て
、
外
資
系
企
業
の
経

営
環
境
と
外
国
人
の
生
活
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
外
国
人
投
資
を
促
進
し
、
さ
ら
に
国
家
経
済
力
を
強
化
し
、
地
域
間
の
均
衡
発
展

を
図
る
こ
と
」（
第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
に
関
す
る
特
別
法
（
経
済

自
由
区
域
法
）」
で
あ
る
。
同
法
は
金
大
中
大
統
領
の
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
ブ
国
家
実
現
の
た
め
の
基
本
青
写
真
」
を
踏

ま
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
ブ
国
家
実
現
案
」
を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
制
定
時
の
法
律
に
は
第

五
条
に
「
経
済
自
由
区
域
委
員
会
は
、
経
済
自
由
区
域
の
指
定
に
関
す
る
審
議
と
決
定
に
あ
た
っ
て
、
外
国
人
の
投
資
誘
致
及
び
定
住
の

可
能
性
、
国
際
空
港
・
国
際
港
湾
・
広
域
交
通
網
・
情
報
通
信
網
・
用
水
・
電
力
等
の
基
盤
施
設
、
環
境
的
に
健
全
で
持
続
可
能
な
発
展

の
可
能
性
等
の
事
項
を
考
慮
す
る
」
と
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
仁
川
と
釜
山
と
光
陽
の
三
ヶ
所
が
候
補
地
と
み
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

経
済
自
由
区
域
法
の
目
的
を
受
け
て
「
経
済
自
由
区
域
委
員
会
は
」、
二
〇
〇
三
年
八
月
一
一
日
に
「
仁
川
経
済
自
由
区
域
」（
仁
川
広

域
市
：
延
寿
区
・
中
区
・
西
区
）
を
、
同
年
一
〇
月
二
七
日
に
は
「
釜
山
・
鎮
海
経
済
自
由
区
域
」（
釜
山
広
域
市
：
江
西
区
、
慶
尚
南
道
：
鎮

海
市
）
と
「
光
陽
湾
圏
」（
全
羅
南
道
：
麗
水
市
・
順
天
市
・
光
陽
市
、
慶
尚
南
道
：
河
東
郡
）
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
釜
山
・
鎮
海
経

済
自
由
区
域
は
「
世
界
五
位
の
物
流
量
処
理
を
誇
る
釜
山
港
と
連
携
す
る
、
四
五
の
船
隻
（
席
）
を
有
す
る
新
港
を
建
設
し
、
先
端
産
業

団
地
と
国
際
産
業
団
地
の
造
成
、
外
国
教
育
機
関
と
外
国
病
院
の
設
立
、
観
光
レ
ジ
ャ
ー
団
地
の
建
設
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
労
働
制
度



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
二
九

の
定
着
、
外
国
資
本
市
場
の
先
進
化
、
各
種
の
業
務
処
理
に
対
す
る
外
国
語
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
韓
国
政
府
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済

中
心
戦
略
を
推
進
す
る
礎
に
な
り
ま
す）

（1
（

」
と
し
て
、
開
発
の
方
向
性
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
定
を
受
け
て
釜
山
広
域
市

は
開
発
計
画
を
推
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
後
に
法
改
正
が
あ
り
、
全
国
に
均
等
に
経
済
自
由
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
概
要
は
表
５
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
経
済
発
展
計
画
を
受
け
て
、
釜
山
広
域
市
は
自
ら
を
「
前
途
洋
々
た
る
都
市
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
菉

山
国
家
工
団
」
や
「
釜
山
新
港
湾
建
設
」
と
巨
大
商
業
娯
楽
施
設
で
あ
る
「
セ
ン
タ
ム
シ
テ
ィ
」
の
開
発
を
中
心
的
な
計
画
を
し
て
掲
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
釜
山
の
未
来
を
リ
ー
ド
す
る
映
像
、
情
報
、
観
光
な
ど
の
戦
略
産
業
を
育
成
し
世
界
と
交
流
す
る
こ
と
を
通

じ
た
「
21
世
紀
国
際
交
流
拠
点
海
洋
都
市
」
に
む
け
た
発
展
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
釜
山
広
域
市
の
イ
メ
ー
ジ
と
ブ
ラ
ン
ド
価
値

を
更
に
高
揚
し
て
世
界
都
市
へ
と
挑
戦
す
る
こ
と
を
か
か
げ
て
、
二
〇
〇
二
年
に
は
「
釜
山
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催
」
と
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
」
を
、
二
〇
〇
三
年
に
は
「
世
界
合
唱
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
」
を
、
二
〇
〇
四
年
に
は
Ｉ
Ｔ
Ｕ
総
会
を
、
二
〇
〇
五
年

に
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
首
脳
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
を
、
二
〇
一
一
年
に
は
「
釜
山
世
界
援
助
開
発
会
議
」
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

の
行
事
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
釜
山
国
際
映
画
祭
、
釜
山
ビ
ィ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
釜
山
国
際
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
、
釜
山
世

界
花
火
祝
祭
等
を
開
催
し
て
い
る
。

　

釜
山
広
域
市
は
今
後
の
発
展
の
目
標
と
し
て
、「
釜
山
経
済
発
展
の
た
め
の
十
大
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
が
「
北

東
亜
の
ハ
ブ
港
湾
に
育
成
：
釜
山
港
＝
高
付
加
価
値
物
動
量
創
出
型
先
進
港
湾
へ
と
躍
進
」
で
あ
り
、
開
港
以
来
最
大
事
業
の
新
港
建
設

を
通
じ
た
、
世
界
的
に
競
争
力
を
備
え
た
北
東
亜
の
中
心
港
湾
と
し
た
躍
進
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
港
の
開
発
は
二
〇
一
一
年

ま
で
に
二
二
船
席
の
埠
頭
施
設
を
完
成
さ
せ
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
は
三
〇
船
席
規
模
の
埠
頭
施
設
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。
第
二
の



三
三
〇

表
５
　
韓
国
の
経
済
自
由
区
域

仁
川

経
済

自
由

区
域

釜
山

・
鎮

海
経

済
自

由
区

域
光

陽
湾

圏
経

済
自

由
区

域
黄

海
経

済
自

由
区

域

位
　

　
置

仁
川

広
域

市
（

延
寿

区
、

中
区

西
区

）
釜

山
広

域
市

（
江

西
区

）
慶

尚
南

道
（

旧
鎮

海
市

現
：

昌
原

市
鎮

海
区

）

全
羅

南
道

（
麗

水
市

順
天

市
、

光
陽

市
）

慶
尚

南
道

（
河

東
郡

）

忠
清

南
道

（
唐

津
市

、
牙

山
市

、
瑞

山
市

）
京

畿
道

（
平

澤
市

、
華

城
市

）

面
　

　
積

132.91㎢
52.90㎢

77.71㎢
4.39㎢

指
 定

 日
2003.8.11

2003.10.27.
2003.10.27.

2008.4.25.

空
港

・
港

湾
仁

川
空

港
仁

 川
 港

金
海

空
港

釜
山

新
港

光
 陽

 港
麗

水
空

港
平

 澤
 港

唐
 津

 港

基
本

構
想

ビ
ジ

ネ
ス

・
金

融
他

国
際

物
流

・
先

端
産

業
他

国
際

物
流

・
製

造
業

他
自

動
車

部
品

・
半

導
体

他

大
邱

・
慶

北
経

済
自

由
区

域
セ

マ
ン

グ
ム

・
群

山
経

済
自

由
区

域
東

海
岸

圏
経

済
自

由
区

域
忠

北
経

済
自

由
区

域

位
　

　
置

大
邱

広
域

市
、

慶
尚

北
道

（
慶

州
市

、
永

川
市

亀
雄

市
、

浦
項

市
）

セ
マ

ン
グ

ム
干

潟
全

羅
北

道
（

群
山

市
扶

安
郡

）
江

 原
 道

（
東

海
市

、
江

陵
市

）
忠

清
北

道
（

清
原

郡
、

清
須

市
）

面
　

　
積

22.01㎢
28.61㎢

8.25㎢
9.08㎢

指
 定

 日
2008.4.25.

2008.4.25.
2013.2.4.

2013.2.4.

空
港

・
港

湾
大

邱
国

際
空

港
群

 山
 港

セ
マ

ン
グ

ム
新

港
襄

陽
国

際
空

港
東

 海
 港

清
洲

国
際

空
港

基
本

構
想

IT
産

業
・

先
端

輸
送

部
品

他
自

動
車

・
造

船
・

機
械

他
先

端
素

材
部

品
・

物
流

他
バ

イ
オ

産
業

・
航

空
産

業
他

注
：

K
orean Free Econom

ic Zones（
http://w

w
w
.fez.go.kr/jp/w

hat-is-free-econom
ic-zone.jsp）

を
参

照
し

て
作

成
し

た



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
一

も
の
が
「
国
際
産
業
物
流
都
市
造
成
：
洛
東
江
下
流
の
江
西
地
域
＝
未
来
型
先
端
産
業
都
市
（
釜
山
経
済
中
興
の
革
新
拠
点
）
に
変
貌
」
で

あ
り
、
釜
山
新
港
、
国
際
空
港
、
釜
山
新
港
の
整
備
や
国
際
複
合
物
流
団
地
な
ど
の
開
発
を
目
指
し
て
い
る
。
第
三
の
も
の
が
先
述
の
「
釜

山
港
（
北
港
）
再
開
発
：
釜
山
港
（
一
三
〇
余
年
の
歴
史
）
の
変
貌
」
で
あ
る
。
第
四
が
「
映
画
・
映
像
タ
ウ
ン
造
成
：
国
際
的
競
争
力
の

あ
る
映
画
・
映
像
産
業
を
集
中
的
に
育
成
」、
第
五
が
「
釜
山
金
融
中
心
市
建
設
：
特
化
金
融
機
能
を
持
つ
金
融
ク
ラ
ス
タ
ー
形
成
」、
第

六
が
「
東
釜
山
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ク
ラ
ス
タ
ー
造
成
」、
第
七
が
「『
釜
山
市
民
公
園
』
造
成
：
駐
韓
米
軍
基
地
（
五
三
万
㎡
：
ハ
ヤ
リ

ヤ
敷
地
）」、
第
八
が
「
東
南
圏
広
域
交
通
網
整
備
：
釜
山
の
位
相
と
役
割
が
広
大
」、
第
九
が
「
金
海
空
港
加
徳
移
転
：
二
四
時
間
空
港

の
建
設
」、
第
十
が
「
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
誘
致
：
釜
山
の
国
際
ブ
ラ
ン
ド
向
上
＋
世
界
一
流
都
市
跳
躍
の
画
期
的
転
換
点
」
で
あ
る
。

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
通
じ
た
国
際
的
な
発
展
が
釜
山
広
域
市
の
目
標
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る）

11
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
釜
山
広
域
市
の
国
際
交
流
の
実
態
を
見
る
と
、
日
本
第
二
位
の
都
市
で
あ
る
大
阪
市
と
友
好
協
力
都
市
協
定
を
締
結
し
て
お

り
、
姉
妹
都
市
を
見
る
と
、
高
雄
市
や
シ
カ
ゴ
の
よ
う
に
そ
の
国
の
第
二
位
の
都
市
と
の
交
流
や
、
高
雄
市
も
含
ま
れ
る
が
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
や
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
や
上
海
な
ど
の
港
湾
都
市
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
釜
山
広
域
市
と
日
本
の
諸
都
市
と
の
関

係
を
見
る
と
、
中
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
下
関
市
や
福
岡
市
と
の
交
流
で
あ
る
。
下
関
市
と
は
一
九
七
六
年
に
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
書

に
署
名
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
一
九
七
〇
年
か
ら
釜
関
フ
ェ
リ
ー
が
運
航
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
九
二
年

か
ら
は
コ
ン
テ
ナ
船
が
就
航
し
て
い
る
。
両
市
は
一
九
九
二
年
四
月
に
公
務
員
相
互
派
遣
協
定
を
締
結
し
交
流
を
進
め
て
い
る
。
二
〇
〇

六
年
八
月
に
は
姉
妹
提
携
三
〇
周
年
記
念
行
事
を
下
関
で
開
催
し
た
。
福
岡
市
と
は
一
九
八
九
年
一
〇
月
に
福
岡
市
で
行
政
協
定
都
市
交

流
の
た
め
の
協
定
書
に
署
名
し
、
二
〇
〇
七
年
二
月
に
釜
山
市
で
姉
妹
提
携
を
締
結
し
て
い
る
。
福
岡
市
は
韓
半
島
と
中
国
大
陸
に
一
番

近
い
大
都
市
で
あ
り
、
昔
か
ら
大
陸
文
化
の
受
け
入
れ
の
窓
口
で
あ
り
交
流
が
続
い
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
九
月
に
は
公
務
員
相
互
派
遣



三
三
二

協
定
を
締
結
し
、
交
流
の
質
を
高
め
て
い
る
。
ま
さ
に
釜
山
市
と
下
関
市
福
岡
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
大
き
な
交
流
圏
が
形
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
対
馬
市
は
こ
の
交
流
圏
域
の
最
西
端
で
釜
山
広
域
市
の
島
影
区
や
蔚
山
広
域
市
の
蔚
州
郡
な
ど
と
小
規
模
な
地
域
交
流

を
継
続
し
て
い
る
地
域
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

。

５
．
対
馬
市
の
誕
生
と
地
域
発
展
策
お
よ
び
地
域
交
流
策

　

六
八
五
二
の
島
嶼
か
ら
構
成
さ
れ
る
日
本
に
は
、
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
本
島
を
除
い
た
六
八
四
七
の
離
島
が
あ
る
。

日
本
の
総
面
積
三
七
万
八
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
、
本
島
の
面
積
は
三
六
万
二
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
離
島
の
総
面
積

は
一
万
六
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
全
国
土
の
約
四
・
二
％
で
あ
る
。
離
島
の
中
の
有
人
島
は
、
三
一
四
で
国
土
面
積
の
二
％
の
七
五

九
四
平
方
キ
ロ
で
、
平
成
一
七
年
の
国
勢
調
査
で
は
全
人
口
の
約
〇
・
五
％
の
六
九
・
二
万
人
が
住
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
法
定
有
人
島

で
見
る
と
、
そ
れ
は
全
国
で
二
五
四
島
で
あ
り
、
全
国
最
多
の
五
一
（
二
一
％
）
の
離
島
を
有
す
る
長
崎
県
で
は
、
総
面
積
四
一
〇
五
・

三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
三
八
％
の
一
五
五
〇
・
六
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
離
島
に
、
総
人
口
一
四
二
万
六
七
七
九
人
の
九
・
六
％

に
あ
た
る
一
三
万
六
九
八
三
人
が
住
ん
で
い
る
。
平
成
二
三
年
の
長
崎
県
の
「
し
ま
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
」
と
、
平
成
二
五

年
の
「
長
崎
県
離
島
計
画
」
を
比
較
す
る
と
、
二
島
が
無
人
島
と
な
り
、
離
島
全
体
で
は
一
万
六
一
四
四
人
の
人
口
減
少
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
長
崎
県
の
離
島
の
中
で
最
大
の
面
積
を
有
し
て
い
る
の
が
有
人
島
六
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
対
馬
島
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
の
九
州
最
北
端
で
日
本
海
の
西
側
に
位
置
す
る
、
南
北
八
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
対
馬
島
を
中
心
と
す
る

対
馬
市
は
、
島
の
最
北
端
か
ら
計
る
と
博
多
市
と
は
一
四
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
が
、
釜
山
広
域
市
と
は
四
九
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
島
の
端
か
ら
端
ま
で
行
く
よ
り
は
釜
山
広
域
市
が
近
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
韓
国
か
ら
最
も
近



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
三

い
外
国
な
の
で
あ
る
。
対
馬
市
は
約
一
〇
〇
の
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
有
人
島
は
対
馬
島
・
海
栗
島
・
泊
島
・
赤
島
・
沖
の
島
・

島
山
島
の
六
島
だ
け
で
あ
る
。
最
大
の
対
馬
島
の
面
積
は
七
〇
八
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
八
五
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

佐
渡
島
、
七
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
奄
美
大
島
に
次
ぐ
日
本
で
三
番
目
に
大
き
な
島
で
あ
る
。
ま
た
属
島
を
含
む
面
積
は
約
七
〇
九

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　

対
馬
市
の
母
体
と
な
っ
た
も
の
は
厳
原
藩
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
廃
藩
置
県
に
お
い
て
厳
原
県
と
な
っ
た
が
、

す
ぐ
に
伊
万
里
県
に
合
併
さ
れ
、
翌
年
に
は
長
崎
県
に
移
管
さ
れ
た
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
に
は
上
県
郡
に
四
五
村
、
下
県
郡
に

一
〇
町
六
四
村
が
存
在
し
て
い
た
。
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
四
月
一
日
の
「
島
嶼
町
村
制
」
の
施
行
を
う
け
て
、
現
在
の
対
馬
市
に

あ
た
る
各
村
が
発
足
し
た
。
下
県
郡
に
は
厳い

づ

原は
ら

村
・
久く

田た

村
・
豆つ

酘つ

村
・
佐さ

須す

村
・
鶏け

知ち

村
・
竹た

け

敷し
き

村
・
船ふ

な

越こ
し

村
・
仁に

位い

村
・
奴ぬ

か
だ
け

加
岳
村

が
お
か
れ
、
上
県
郡
に
は
峰み

ね

村
・
仁に

田た

村
・
佐さ

須す

奈な

村
・
豊と

よ

崎さ
き

村
・
琴き

ん

村
が
お
か
れ
た
。
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
四
月
一
日
に
は
厳
原

村
に
町
制
が
施
行
さ
れ
厳
原
町
と
な
っ
た
。
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
町
村
合
併
で
は
、
当
時
存
在
し
た
一
三
町
村
が
、
厳
原
町
、

上
対
馬
町
・
美
津
島
町
、
豊
玉
村
・
峰
村
・
上
県
町
、
久
田
村
・
豆
酘
村
・
佐
須
村
の
四
町
五
村
の
九
町
村
と
な
っ
た
。
一
九
五
六
（
昭

和
三
一
）
年
に
厳
原
町
・
久
田
村
・
豆
酘
村
・
佐
須
村
が
合
併
し
て
厳
原
町
と
な
り
、
そ
の
後
、
豊
玉
村
が
豊
玉
町
に
峰
村
が
峰
町
と
な
っ

た
。
こ
の
厳
原
町
・
美
津
島
町
・
豊
玉
町
・
峰
町
・
上
県
町
・
上
対
馬
町
の
六
町
は
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
合
併
し
対
馬
市
が
誕

生
し
た
。

　

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
の
人
口
は
三
万
三
千
五
百
五
人
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
現
在
の
産
業
別
人
口
は
、
第
一
次
産

業
従
事
者
が
三
三
五
七
人
で
全
体
の
二
一
・
六
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
農
業
従
事
者
は
五
八
五
人
で
三
・
七
七
％
、
林
業
が

一
七
三
人
で
一
・
一
％
、
水
産
業
が
二
五
五
九
人
で
一
六
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
次
産
業
従
事
者
は
一
九
〇
一
人
で
全
体
の
一
二
・



三
三
四

三
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
鉱
業
従
事
者
は
九
人
で
〇
・
〇
一
％
、
建
設
業
は
一
三
九
一
人
で
八
・
九
七
％
、
製
造
業
が
五
一
〇
人
で
三
・

二
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
次
産
業
従
事
者
は
一
万
二
二
三
人
で
全
体
の
六
五
・
九
二
％
で
あ
り
、
卸
売
・
小
売
業
に
は
二
二
二
九
人

の
一
四
・
三
七
％
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
は
四
八
〇
一
人
の
三
〇
・
九
六
％
、
公
務
に
は
一
七
二
九
人
の
一
一
・
一
五
％
が
従
事
し
て
い
る
。

そ
の
他
は
七
〇
二
人
の
四
・
五
三
％
、
分
類
不
能
の
産
業
は
一
七
人
の
〇
・
〇
一
％
が
従
事
し
て
い
る）

11
（

。
全
国
平
均
は
、
第
一
次
産
業
が

四
・
〇
％
、
第
二
次
産
業
が
二
三
・
七
％
、
第
三
次
産
業
が
七
三
・
三
％
で
あ
り
、
対
馬
市
の
第
一
次
産
業
従
事
者
比
率
は
全
国
平
均
の

四
倍
強
、
第
二
次
産
業
従
事
者
比
率
は
約
半
分
で
あ
り
、
第
一
次
産
業
の
比
率
の
高
さ
が
わ
か
る
。

　

二
〇
一
三
年
度
の
対
馬
市
の
一
般
会
計
当
初
予
算
を
見
る
と
、
前
年
度
よ
り
一
九
億
四
〇
五
〇
万
円
（
六
・
三
％
）
増
加
し
た
、
三
二

七
億
九
千
万
円
の
総
予
算
額
の
中
で
、
自
主
財
源
で
あ
る
市
税
は
二
七
億
八
八
五
九
万
円
（
八
・
五
％
）、
繰
越
金
は
六
億
八
六
六
一
万
円

（
二
・
一
％
）、
そ
の
他
が
七
億
七
八
八
一
万
円
（
二
・
四
％
）
で
あ
り
、
全
体
の
一
三
％
に
過
ぎ
な
い
。
依
存
財
源
の
う
ち
、
地
方
交
付
税

は
一
五
〇
億
二
八
〇
六
万
円
（
四
五
・
八
％
）、
国
庫
支
出
金
は
三
八
億
一
〇
〇
八
万
円
（
一
一
・
六
％
）
で
あ
り
、
国
か
ら
の
移
転
財
源
は

全
体
の
五
七
・
四
％
で
あ
っ
て
、
全
体
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
長
崎
県
の
支
出
金
は
二
四
億
七
七
八
二
万
円
（
七
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
残
り
は
六
七
億
七
七
〇
〇
万
円
（
二
〇
・
七
％
）
を
占
め
る
市
債
と
そ
の
他
の
四
億
四
三
〇
三
万
円
（
一
・
三
％
）
と
な
っ

て
い
る
。

　

予
算
の
中
の
大
き
な
支
出
項
目
と
し
て
、「
産
業
・
経
済
」、「
環
境
・
自
然
」、「「
国
際
交
流
・
観
光
」、「
教
育
・
生
涯
学
習
・
文
化
」、

「
医
療
・
保
険
・
福
祉
・
健
康
」、「
交
通
・
市
民
協
働
・
住
環
境
・
安
全
」
の
六
項
目
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
半
が
地
域
お
こ
し
や

環
境
保
全
と
い
っ
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
後
半
は
住
民
の
日
常
生
活
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。「
産
業
・
経
済
」
は
「
地
場
産

業
の
振
興
と
観
光
の
連
携
」
と
「
商
業
集
積
の
高
度
化
・
魅
力
向
上
」
と
「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
等   

定
住
化
対
策
の
促
進
」
の
三
項
目
が
掲



日
本
と
韓
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（
韓
国
と
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本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
五

げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
国
際
交
流
・
観
光
」
で
は
「
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
都
市
と
の
国
際
交
流
の
促
進
」
や
「
独
自
の
観

光
資
源
を
生
か
し
た
交
流
人
口
の
拡
大
」
や
広
域
交
流
を
支
え
る
交
通
ア
ク
セ
ス
の
強
化
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
産
業
・
経
済
」
の
代
表
的
な
地
域
お
こ
し
策
と
し
て
は
、
一
億
一
六
二
五
万
円
の
支
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、「
農
林
産
物
の
島
外
へ

の
系
統
出
荷
に
か
か
わ
る
輸
送
費
用
に
つ
い
て
三
分
の
二
の
助
成
を
行
う
こ
と
で
、
生
産
者
へ
の
還
元
を
図
る
こ
と
を
」
目
的
と
し
た
「
輸

送
コ
ス
ト
助
成
事
業
」
や
、
四
二
二
八
億
円
を
計
上
し
て
い
る
、「“
対
馬
し
い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
”
に
基
づ
き
、
生
産
量
増
加
に
向
け
た

生
産
団
地
の
整
備
や
品
質
向
上
に
向
け
た
機
械
等
の
整
備
及
び
生
産
技
術
向
上
に
向
け
た
各
種
施
策
を
実
施
」
を
目
的
と
し
た
「
対
馬
し

い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
事
業
」
な
ど
が
あ
る
。「
商
業
集
積
の
高
度
化
・
魅
力
向
上
」
で
は
二
億
二
〇
九
万
円
を
計
上
し
て
い
る
「
し
ま
共

通
地
域
通
貨
発
行
事
業
」
が
目
を
引
く
。
さ
ら
に
地
域
活
性
化
策
の
一
つ
と
し
て
ま
た
「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
等   

定
住
化
対
策
の
促
進
」
に

は
、「
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
推
進
事
業
」
や
「
21
世
紀
の
漁
業
担
い
手
確
保
推
進
事
業
」、「
新
規
就
業
者
定
着
促
進
事
業
」
が
あ
り
、
若
者
の

定
住
促
進
に
よ
る
地
域
活
性
化
に
腐
心
し
て
い
る
状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る）
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韓
国
と
対
馬
の
観
光
を
中
心
と
し
た
交
流
が
活
発
化
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
が
、
一
九
八
八
―
八
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
竹

下
内
閣
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
で
あ
っ
た
。
合
併
前
の
上
対
馬
町
で
は
、
政
府
か
ら
の
交
付
金
一
億
円
に
地
元
の
経
済
人
の
寄
付
を

加
え
て
「
あ
を
し
お
号
」
を
建
造
し
、
一
九
八
九
年
に
上
対
馬
町
の
日
田
勝
港
と
韓
国
釜
山
港
を
結
ぶ
不
定
期
航
路
を
就
航
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
一
九
九
一
年
に
は
「
平
成
通
信
使
交
流
」
と
し
て
釜
山
広
域
市
島
影
区
と
友
好
交
流
事
業
に
着
手
し
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
は

厳
原
と
釜
山
を
、
二
〇
〇
一
年
に
は
比
田
勝
と
釜
山
を
結
ぶ
国
際
定
期
高
速
船
が
就
航
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
〇
二
年
に
は
厳
原
に
韓

国
資
本
の
ホ
テ
ル
二
軒
が
営
業
を
開
始
し
た
。
対
馬
と
韓
国
の
交
流
に
お
け
る
質
的
な
変
質
の
流
れ
が
み
て
と
れ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
二
〇
〇
三
年
に
対
馬
は
「
し
ま
交
流
拡
大
特
区
」
と
し
て
構
造
改
革
特
区
の
一
つ
と
な
っ
た
。
特
区
の
概
要



三
三
六

は
「
対
馬
は
、
韓
国
と
は
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
関
係
が
深
く
、
ま
た
壱
岐
対
馬
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
豊
か
な
自
然
に
恵
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
特
性
を
生
か
し
、
現
在
韓
国
釜
山
と
の
定
期
航
路
の
開
設
を
行
う
な
ど
、
韓
国
と
の
国
際
交
流
を
柱
に
地
域
振
興

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
回
、
韓
国
人
観
光
客
の
短
期
滞
在
査
証
の
発
給
手
続
の
簡
素
化
や
、
長
崎
県
立
対
島
高
校
に
お
け
る
韓
国
学
に

重
点
を
置
い
た
構
造
改
革
特
区
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
の
規
制
の
特
例
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
な
る
交
流
人
口
の
拡
大
と
、

受
け
入
れ
態
勢
の
整
備
を
可
能
と
し
、
観
光
振
興
な
ど
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
対
馬

の
韓
国
と
の
交
流
に
か
け
る
期
待
の
大
き
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る）
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二
〇
〇
四
年
の
対
馬
市
誕
生
に
先
立
っ
て
、
特
区
構
想
と
並
行
す
る
形
で
考
え
ら
れ
て
き
た
、
対
馬
六
町
合
併
協
議
会
の
「
新
市
建
設

計
画
」
の
基
本
的
な
構
想
は
、「
ア
ジ
ア
に
発
信
す
る
歴
史
海
道
都
市
対
馬
―
創
造
と
交
流
の
ニ
ュ
ー
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ア
イ
ラ
ン
ド
を

目
指
し
て
―
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
二
〇
〇
六
年
作
成
の
『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』「
対
馬
市
基
本
構
想
」

の
第
一
章
「
対
馬
市
の
新
し
い
姿
」
の
第
二
節
「
理
想
の
町
［
将
来
像
］」
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
一
年
の
『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』

（
後
期
計
画
）
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
三
年
の
『
長
崎
県
離
島
振
興
計
画
』
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
こ
と
は
、
対
馬
市
の
地

域
発
展
構
想
の
一
つ
に
、
ア
ジ
ア
と
の
交
流
が
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

対
馬
市
は
二
〇
〇
七
年
の
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
参
画
し
、「
島
の
元
気
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
そ

の
「
目
的
、
概
要
」
に
は
「
対
馬
市
の
地
域
経
済
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
水
産
業
と
公
共
事
業
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が   

…
略
…   

水

産
業
の
現
状
は
き
わ
め
て
憂
慮
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
」
や
、「
離
島
振
興
法
等
に
よ
り
公
共
事
業
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
結

果
島
内
の
建
設
事
業
は
、
多
く
の
市
民
が
生
活
の
糧
を
得
る
産
業
と
し
て
」
成
り
立
っ
て
き
ま
し
た
が
、「
国
の
三
位
一
体
の
改
革
や
公

共
事
業
の
抑
制
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り   

…
略
…   

多
く
の
市
民
が
職
を
求
め
て
島
外
に
流
出
」
し
て
い
る
現
状
を
強
調
し
、「
具
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（
韓
国
と
日
本
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の
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分
権
改
革
と
地
域
活
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化
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現
状
（
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田
）

三
三
七

体
的
な
成
果
目
標
」
を
、
地
域
経
済
の
振
興
策
で
は
「
し
い
た
け
生
産
ト
ン
数
」
な
ど
を
、
観
光
交
流
の
推
進
で
は
「
イ
ベ
ン
ト
集
客
数
」

を
、
定
住
環
境
の
整
備
で
は
「
市
民
協
働
事
業
参
加
市
民
数
」
と
し
、
自
立
と
交
流
の
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
成
す
る
具
体
的
な
事
業
・
施
設
と
し
て
、「
地
域
経
済
の
振
興
（
一
次
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
・
企
業
誘
致
及
び
起
業
支

援
の
推
進
）」
と
「
観
光
交
流
の
推
進
（
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
開
催
支
援
）」
と
「
定
住
環
境
の
整
備
」
を
か
か
げ
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

三
年
で
終
了
し
た
が
、
事
業
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
対
馬
市
の
予
算
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
、
合
併
前
後
か
ら

国
際
交
流
を
前
提
と
し
た
地
域
経
営
策
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
韓
国
と
の
交
流
を
重
視
し
て
い
る
姿
勢
を
強
調
し
て
い
る）
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の
で
あ

る
。

６
．
対
馬
市
の
地
域
お
こ
し
と
国
際
交
流

　

対
馬
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
三
本
の
柱
は
、
二
〇
〇
三
年
の
「
新
市
建
設
計
画
」
か
ら
表
現
こ
そ
違
っ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
変
わ
り

は
な
い
。『
第
一
次
対
馬
市
総
合
計
画
』
で
強
調
さ
れ
た
も
の
は
、「
多
彩
な
自
然
を
生
か
し
た
元
気
産
業
づ
く
り
」、「
東
ア
ジ
ア
に
輝
く

交
流
の
島
づ
く
り
」、「
快
適
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
づ
く
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
の
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

で
も
受
け
つ
が
れ
、
同
様
の
趣
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
第
一
の
元
気
産
業
づ
く
り
で
は
、
島
の
主
力
産
物
で
あ
る
水
産

業
の
振
興
策
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
現
在
進
行
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、「
対
馬
し
い
た
け
再
生
プ
ラ
ン
総
合
対
策
支
援

事
業
」
で
あ
る
。
対
馬
に
は
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
全
国
し
い
た
け
品
評
会
で
一
位
・
二
位
を
含
む
一
七
点
が
入
選
、
一
九
八
六
（
昭

和
六
一
）
年
に
は
天
皇
杯
を
受
賞
し
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
五
年
か
ら
五
年
計
画
の
「
対
馬
し
い
た
け
と
こ
と
ん
復
活

プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
二
〇
一
一
年
か
ら
は
「
対
馬
し
い
た
け
や
ん
こ
も
再
生
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
島
の
産
品



三
三
八

の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
一
つ
で
あ
る）
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と
い
え
る
。

　

林
業
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
九
日
に
、「
対
馬
木
材
、
韓
国
へ
売
り
込
み
本
格
化
」
と
題
し
た
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、「
県
、
県
林
業
公
社
、
対
馬
林
業
組
合
は
二
八
日
、
県
営
林
と
林
業
公
社
の
対
馬
産
ヒ
ノ
キ
の
韓
国
へ
の
輸
出
を
始
め
た
。

県
営
林
か
ら
の
輸
出
は
初
め
て
で
、
こ
の
日
は
同
市
の
峰
港
か
ら
五
一
二
〇
本
が
送
り
出
さ
れ
た
。
三
月
ご
ろ
に
も
第
二
弾
を
輸
出
す
る

予
定
で
、
韓
国
へ
の
木
材
売
り
込
み
を
本
格
化
さ
せ
る
方
針
だ
。   

…
略
…   

県
は
木
材
の
約
九
割
を
輸
入
し
て
い
る
韓
国
に
着
目
。
市

場
調
査
で
、
韓
国
で
は
曲
が
っ
た
木
材
も
内
装
材
と
し
て
需
要
が
あ
り
、
円
高
で
あ
っ
て
も
国
内
に
比
べ
て
販
売
価
格
が
高
く
設
定
で
き

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
距
離
も
近
く
、
輸
送
コ
ス
ト
が
他
の
地
域
よ
り
安
く
抑
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
本
格
的
な
輸
出
に
踏
み
切
っ
た
」

と
の
記
載
が
あ
り
、
島
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

実
際
に
は
対
馬
島
内
の
木
材
は
、
平
成
二
二
年
に
ス
ギ
が
、
二
三
年
と
二
四
年
に
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
が
韓
国
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
の
発
展
が
望
ま
れ
る
産
業
と
し
て
育
成
し
て
い
く
計
画
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
対
馬
市
は
韓
国
へ
の
木
材
輸
出
に
興
味

を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
韓
国
人
の
富
裕
層
は
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
戸
建
を
望
ん
で
お
り
、
一
部
で
は
日
本
式
家
屋
希
望

者
も
多
い
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
四
年
に
ソ
ウ
ル
特
別
市
の
板
橋
（
パ
ン
ギ
ョ
）
地
区
に
木
材
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
建
設
を
計
画
し
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
、
韓
国
で
の
木
材
ハ
ウ
ス
の
需
要
が
増
加
す
れ
ば
対
馬
の
木
材
輸
出
の
販
路
が
拓
け
、
対
馬
の
林
業
と
関
連
産
業
の
発
展
が
見
込

め
る
と
の
期
待
が
あ
る）
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こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
現
在
の
対
馬
市
が
韓
国
と
の
交
流
で
最
も
期
待
し
て
い
る
も
の
は
観
光
客
の
増
加
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
対
馬
国
際
ラ
イ

ン
「
あ
お
し
お
号
」
の
比
田
勝
港
と
釜
山
港
の
不
定
期
航
路
の
就
航
に
は
じ
ま
る
対
馬
市
と
釜
山
の
交
流
は
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
。
韓

国
人
の
対
馬
へ
の
興
味
も
、
一
九
九
九
年
の
韓
国
人
来
島
者
が
二
千
人
台
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
八
年
に
は
そ
の
後
若
干
減
少
に
転



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
三
九

じ
た
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
前
年
の
五
万
人
台
か
ら
一
挙
に
一
五
万
人
台
ま
で
急
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
一
二
月
の
「
長
崎
県
統
計
課
分
析
資
料
」
の
平
成
一
九
年
の
韓
国
人
観
光
客
の
経
済
効
果
を
見
る
と
、
韓

国
人
観
光
客
数
は
六
万
五
千
人
強
で
、
二
一
億
六
千
万
円
強
の
島
内
消
費
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
崎
県
の
県
内
生
産
誘

発
額
は
二
八
億
九
千
万
円
強
と
な
っ
て
お
り
、
就
業
誘
発
数
は
三
四
二
人
で
雇
用
誘
発
数
は
二
六
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
二
〇
一

二
年
に
は
韓
国
人
観
光
客
数
が
一
五
万
人
強
で
、
日
帰
り
来
島
者
は
三
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
三
三
億
三
千
万
円
強
の
島
内
消
費
を
う
み

だ
し
て
い
る
。
県
内
の
生
産
誘
発
額
は
約
三
九
億
八
千
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
就
業
誘
発
数
は
五
二
五
人
で
雇
用
誘
発
数
は
三
九
三
人
強

と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
の
予
算
を
見
る
と
、
一
般
会
計
は
二
八
六
億
円
強
で
あ
る
が
、
市
税
収
入
は
二
七
億
五
千
万
円
強
で
あ
り
、

地
方
交
付
税
は
一
五
一
億
五
千
万
円
強
で
あ
り
、
自
主
財
源
は
一
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
自
主
財
源
額
を
超
え
る
韓
国
人
観
光
客
の
消

費
は
島
の
大
き
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る）
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。

　

韓
国
人
観
光
客
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
釣
り
客
が
多
く
、
日
帰
り
客
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
対
馬
市
は
、
韓
国
と
も
国
際
交
流

拡
大
策
と
し
て
、
厳
原
港
祭
り
（
ア
リ
ラ
ン
祭
）、
チ
ン
グ
音
楽
祭
、
国
境
マ
ラ
ソ
ン
in
対
馬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、

宿
泊
客
の
増
加
に
力
を
そ
そ
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
〇
一
二
年
の
長
崎
県
の
観
光
統
計
を
見
る
と
、「
平
成
二
四
年
は
、
震
災
の

影
響
か
ら
の
回
復
に
加
え
、『
光
と
灯
り
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
誘
客
が
奏
功
し
た
こ
と
や
、
全
国
和
牛
能
力
共
進
会
長
崎
大
会
が
開
催
さ

れ
た
こ
と
、
対
馬
を
訪
れ
る
韓
国
人
を
中
心
に
外
国
人
観
光
客
の
増
加
が
み
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
過
去
一
〇
年
間
で
最
も
高
い
伸
び
率

と
な
っ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
対
馬
市
は
も
と
よ
り
長
崎
県
全
体
の
観
光
客
数
か
ら
見
て
も
、
対
馬
市
と
釜
山
市
を
中
心
と

し
た
観
光
交
流
の
大
き
さ
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
、「
対
馬
の
二
〇
一
二
年
の
観
光
客
数
は
八
七
万
人
、
前
年
比
プ
ラ
ス
三
二
・
一
％

で
二
一
万
人
の
増
加
」
と
な
っ
て
い
る
。
観
光
客
延
数
は
八
六
万
五
八
六
九
人
で
、
日
帰
り
客
数
が
二
二
万
二
九
一
二
人
、
宿
泊
客
延
滞



三
四
〇

在
数
が
六
四
万
二
九
五
七
人
で
あ
り
、
平
均
宿
泊
数
は
一
・
八
七
日
で
あ
る）

1（
（

。

　

対
馬
へ
の
出
入
国
者
数
を
法
務
省
統
計
か
ら
見
る
と
、
比
田
勝
港
は
一
六
万
三
九
一
七
人
（
空
港
・
港
湾
で
は
全
国
一
五
位
、
空
港
を
除
く

と
全
国
三
位
、
厳
原
港
は
一
四
万
四
七
九
一
人
（
同
一
七
位
・
四
位
）
で
あ
り
、
対
馬
空
港
は
二
二
九
八
人
で
全
国
六
三
位
と
な
っ
て
い
る
。
合

計
三
一
万
五
六
五
八
人
の
中
の
九
六
％
の
三
〇
万
五
〇
六
九
人
は
外
国
人
の
出
入
国
者
数
で
あ
る
。
対
馬
市
の
人
口
の
約
九
倍
の
外
国
人

（
主
と
し
て
韓
国
人
）
が
対
馬
を
出
入
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
韓
国
人
観
光
客
の
五
八
％
は
日
帰
り
客
で
あ
る
が
、
一
泊
二
日
と
二
泊
三

日
が
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
、
三
泊
四
日
が
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
韓
国
人
観
光
客
の
延
べ
人
数
は
五
〇
万
六
四
一
五
人
で
、
全
体
の
旅
行
客

の
約
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
観
光
客
の
増
加
も
大
き
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
韓
国
人
観
光
客
を
い
か
に

し
て
取
り
組
む
か
も
大
き
な
課
題
と
い
え
る
。
韓
国
人
観
光
客
の
消
費
行
動
を
見
る
と
、
支
出
予
定
は
一
〇
万
円
以
上
が
一
〇
％
、
三
万

円
以
上
が
一
三
％
、
一
万
円
以
上
が
二
三
％
、
一
万
円
未
満
が
五
四
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
支
出
は
平
均
一
万
六
千
円
で
あ
り
、

最
高
で
五
万
円
で
あ
っ
た
。
消
費
額
が
低
い
理
由
の
第
一
は
「
お
金
を
持
っ
て
き
て
も
買
う
も
の
が
な
い
」
で
あ
っ
た）
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。

　

こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
二
〇
一
四
年
に
計
画
さ
れ
た
も
の
が
「
き
ら
め
き
で
繋
ぐ
国
際
交
流
」
を
か
か
げ
た
「
対

馬
国
境
花
火
大
会
」
で
あ
っ
た
。
大
会
は
一
〇
月
二
六
日
に
実
施
さ
れ
、
対
馬
市
上
対
馬
町
西
泊
に
あ
る
三
宇
田
海
水
浴
場
周
辺
の
会
場

か
ら
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、
釜
山
広
域
市
の
市
民
も
日
本
の
花
火
を
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
は
対
馬
か
ら
見
え
る
釜
山
大
花
火
大
会
の
翌
日

に
、
日
を
ま
た
い
で
双
方
で
花
火
を
楽
し
む
こ
と
で
交
友
を
深
め
よ
う
と
す
る
企
画
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
万
円
の
予
算
の
う
ち
半
分
は

国
の
離
島
活
性
化
交
付
金
を
活
用
し
た
。
花
火
大
会
に
は
地
域
グ
ル
メ
店
で
あ
る
、「
富
士
宮
焼
き
そ
ば
学
会
」（
静
岡
県
富
士
宮
市
）、「
備

後
府
中
焼
き
を
広
め
る
会
」（
広
島
県
府
中
市
）、「
田
川
ホ
ル
モ
ン
喰
楽
部
」（
福
岡
県
田
川
市
）、「
小
倉
焼
う
ど
ん
研
究
所
」（
福
岡
県
北
九

州
市
）、「
大
村
あ
ま
辛
カ
レ
ー
う
ま
か
隊
」（
長
崎
県
大
村
市
）、「
小
浜
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
愛
好
会
」（
長
崎
県
雲
仙
市
）、「
対
馬
と
ん
ち
ゃ
ん
部
隊
」



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
一

（
長
崎
県
対
馬
市
）
も
参
加
し
た）
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対
馬
で
は
五
年
前
か
ら
「
当
地
グ
ル
メ
」
を
紹
介
す
る
こ
と
で
観
光
客
誘
致
を
は
か
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
ご
当
地
グ
ル
メ
の

交
流
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
の
花
火
大
会
で
は
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
花
を
飾
っ
た
。
韓
国
人
に
も
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
今
回
の
出
展
団
体
を
見
る
と
、
九
州
（
長
崎
県
と
福
岡
県
）
が
中
心
で
は
あ
る
が
、
静
岡
県
や
広
島

県
の
参
加
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
結
び
付
け
る
も
の
の
一
つ
に
、
朝
鮮
通
信
使
が
た
ど
っ
た
経
路
が
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
と

朝
鮮
通
信
使
の
史
跡
め
ぐ
り
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
馬
の
広
域
観
光
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

さ
に
朝
鮮
通
信
使
を
通
じ
た
地
域
お
こ
し
こ
そ
対
馬
市
の
今
後
の
発
展
の
一
つ
の
起
爆
剤
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
う
し
た
交
流
の
中
で
、
現
在
対
馬
市
が
韓
国
の
み
な
ら
ず
国
内
・
国
外
の
観
光
客
誘
致
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る

も
の
の
一
つ
が
、「
朝
鮮
通
信
使
の
歴
史
を
通
じ
た
国
際
交
流
」
で
あ
る
。
そ
の
最
終
目
的
は
「
朝
鮮
通
信
使
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
計

画
」
で
あ
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
は
対
馬
藩
を
韓
国
と
の
交
流
拠
点
と
し
て
お
り
、
韓
国
側
も
釜
山
に
倭
館
の
設
置
を
認
め
交
流
の

拠
点
と
し
て
い
た
。
両
地
域
そ
し
て
両
国
の
交
流
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
わ
が
国
に
も
た
ら
し
た
。
そ
う
し
た
歴
史
的
・
文
化
的
交
流
の

足
跡
を
一
大
観
光
資
源
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
対
馬
市
の
計
画
で
あ
り
、
一
九
九
五
年
に
対
馬
市
は
「
朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会
（
縁

地
連
）」
を
、「
日
韓
親
善
友
好
の
歴
史
的
資
産
で
あ
る
「
朝
鮮
通
信
使
」
を
支
え
た
“
誠
信
の
交
隣
”
を
基
本
姿
勢
に
し
て
、
21
世
紀
の

“
ア
ジ
ア
太
平
洋
時
代
”
と
り
わ
け
“
日
韓
新
時
代
”
の
重
要
性
を
見
据
え
、
朝
鮮
通
信
使
に
関
わ
り
の
あ
る
縁
地
で
結
成
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
各
地
に
残
る
歴
史
史
料
等
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
る
と
と
も
に
、
各
地
域
の
振
興
を
は
か
り
な
が
ら
広
域
縁
地
間
の
連
携
を
強

め
る
と
と
も
に
“
ア
ジ
ア
の
共
生
”
の
理
念
か
ら
韓
国
内
縁
地
と
の
交
流
を
促
進
し
、
ひ
い
て
は
日
韓
の
友
好
親
善
に
寄
与
す
る
こ
と
」

を
目
的
と
し
て
結
成
し
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
韓
国
の
「
朝
鮮
通
信
使
文
化
事
業
推
進
委
員
会
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を



三
四
二

締
結
し
、
二
〇
一
一
年
の
「
最
後
の
通
信
使
（
対
馬
聘
礼
）
二
〇
〇
周
年
」
の
年
に
、「
釜
山
文
化
財
団
」
と
「
共
同
推
進
協
定
書
」
を
再

締
結
し
て
い
る
。
両
国
の
協
力
体
制
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
二
年
か
ら
両
国
で
協
力
し
て
、
朝
鮮
通
信
使
を
世
界
記
憶
遺
産
に
登

録
す
る
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

対
馬
市
は
、
歴
史
と
文
化
遺
産
を
活
用
し
た
国
際
的
取
り
組
み
を
地
域
お
こ
し
の
柱
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
実
践
し
て
い
る
。
対
馬
市

は
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
）
年
一
〇
月
一
日
に
「
朝
鮮
通
信
使
特
別
講
演
会
～
ユ
ネ
ス
コ
登
録
へ
の
道
～
開
催
（
対
馬
）」
を
開
催
し
、

同
年
一
〇
月
に
は
釜
山
市
に
お
い
て
世
界
記
憶
遺
産
登
録
の
た
め
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
一
一
月
に
は
京
都
市

に
お
い
て
縁
地
連
臨
時
総
会
を
開
催
し
て
世
界
記
憶
遺
産
登
録
推
進
を
確
認
し
て
い
る
。
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
三
〇
日
に

は
日
韓
議
連
合
同
総
会
が
開
催
さ
れ
、「
両
国
議
員
連
盟
は
、
朝
鮮
通
信
使
の
世
界
遺
産
登
録
お
よ
び
日
韓
交
流
の
共
同
チ
ャ
ン
ネ
ル
の

実
現
に
向
け
て
協
働
す
る
」
と
の
共
同
声
明
文
を
採
択
し
た
。
朝
鮮
通
信
使
の
日
韓
共
同
で
の
世
界
記
憶
遺
産
と
し
て
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録

は
、
二
〇
一
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
五
〇
周
年
に
お
け
る
友
好
関
係
修
復
の
象
徴
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
も
い
る）
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ま
た
対
馬
市
の
国
際
交
流
を
支
え
て
い
る
も
う
一
つ
の
も
の
が
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
（T

he Japan Exchange and T
eaching Program

m
e

）
の
導

入
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
自
治
体
が
総
務
省
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
及
び
一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
（CLA

IR

）
の
協
力

の
下
に
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
、
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
や
国
際
交
流
員
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
）
あ
る
い

は
ス
ポ
ー
ツ
国
際
交
流
員
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
）
を
派
遣
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
交
流
員
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
：Coordinator for International Relations

）
は
、

主
に
地
方
公
共
団
体
の
国
際
交
流
担
当
部
局
等
に
配
属
さ
れ
、
国
際
交
流
活
動
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
務
内
容
か
ら
高
い
日

本
語
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
対
馬
市
に
は
三
名
の
国
際
交
流
員
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
人
二
名
は
厳
原

の
観
光
物
産
推
進
本
部
と
上
対
馬
観
光
物
産
事
務
所
（
比
田
勝
港
が
あ
る
）
に
、
中
国
人
一
名
が
観
光
物
産
推
進
本
部
で
仕
事
を
し
て
い
る
。



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
三

彼
女
た
ち
の
主
な
任
務
は
、
文
書
等
の
翻
訳
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
通
訳
業
務
、
市
民
対
象
の
語
学
講
座
の
開
催
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
対
馬
市

の
国
際
交
流
や
交
易
を
背
後
か
ら
支
え
る
仕
事
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
・
中
国
の
文
化
や
習
慣
な
ど
国
際
理
解
講
座
の
開
催

を
計
画
し
て
い
る
学
校
や
団
体
で
の
要
請
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
対
馬
市
は
釜
山
広
域
市
を
中
心
と
し
た
韓
国
と
の
経
済
交
流
や
観
光
を
中
心
と
し
た
人
的
交
流
を
中
心
に
し
た
地
域
発
展

策
を
考
案
し
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
馬
市
と
定
期
便
が
就
航
し
て
い
る
韓
国
の
釜
山
広
域
市
と
博
多
市
の
相
互
交
流
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
傍
流
に
位
置
す
る
よ
う
な
、
サ
ブ
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
地
域
相
互
交
流
の
一
断
面
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
側
面
も
み
ら
れ
る
が
、

国
境
周
辺
に
位
置
す
る
過
疎
の
離
島
に
お
け
る
相
互
交
流
と
し
て
は
か
な
り
期
待
の
持
て
る
地
域
発
展
の
一
つ
の
成
功
し
つ
つ
あ
る
例
と

し
て
、
そ
の
今
後
に
期
待
し
た
い
。

　

本
論
分
は
縦
書
き
の
た
め
、
各
種
資
料
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
変
更
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め

に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）　

李
憲
模
「
比
較
研
究
へ
の
一
試
論
（
Ⅱ
）
―
日
韓
の
大
都
市
制
度
を
中
心
に
―
」『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』
中
央
学
院
大
学
法
学
部
第
一

八
巻
、
二
〇
〇
四
年

（
２
）　

尹
誠
國
『
韓
国
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
の
分
析
』
公
人
の
友
社

（
３
）　

新
藤
宗
之
『
教
育
委
員
会
』
岩
波
新
書
、
一
四
四
五
文
部
科
学
省
Ｈ
Ｐ
参
照

（
４
）　CLA

IR

『
韓
国
の
概
要
』「
第
八
章　

地
方
自
治
」
参
照

（
５
）　

拙
編
『
地
方
自
治
論
』
弘
文
堂
、
八
―
一
〇
頁
参
照

（
６
）　

地
方
財
政
情
報
館
『
財
政
用
語
小
辞
典
』「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」（kw

w
w
3.koshigaya. bunkyo.ac.jp/w

iki/index.php

）



三
四
四

（
７
）　

妹
尾
克
敏
『
地
方
自
治
法
の
解
説　

九
訂
版
』
一
ツ
橋
出
版
、
一
八
五
頁

（
８
）　

北
村　

亘
『
政
令
指
定
都
市
』
中
公
新
書
二
二
二
四
、
中
央
公
論
社
、
二
三
―
三
三
頁
参
照

（
９
）　

総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
地
方
自
治
制
度
の
歴
史
」「
市
町
村
数
の
変
遷
と
明
治
・
昭
和
の
大
合
併
の
特
徴
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosi-

ki/jichi_gyousei/bunken/index.htm
l

）
や
、
妹
尾
・
前
掲
書
、
拙
著
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
六
巻
第
三
号
六
四

頁
表
４
参
照

（
10
）　

東
京
都
Ｈ
Ｐ
「
東
京
都
の
統
計
」（http://w

w
w
.toukei.m

etro.tokyo.jp/jsuikei/js-index4.htm

）、
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
都
道
府
県
別
人
口
と

人
口
増
減
率
」（
前
掲
）
な
ど
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
11
）　

日
本
の
市
町
村
の
人
口
と
面
積
に
つ
い
て
は
「
今
日
は
悠
々
・
都
道
府
県
市
町
村
」（http://uub.jp/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
12
）　

尹
・
前
掲
書

（
13
）　CLA

IR

『
韓
国
の
地
方
自
治
』、
申
龍
徹
『
韓
国
行
政
。
自
治
入
門
』
公
人
社
、
尹
・
前
掲
書
、
李
・
前
掲
論
文
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
14
）　CLA

IR

「
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
二
〇
一
二
年
一
月
」
や
「
世
宗
特
別
市
」（http://w

w
w
.sejong.go.kr/global/jp/H

appySejong/FO
RSe-

jongH
istory.jsp;jsessionid

）
参
照

（
15
）　

韓
国
の
地
方
自
治
団
体
に
関
す
る
数
字
に
つ
い
て
は
、CLA

IR

前
掲
書
、（
参
考
資
料
）
広
域
自
治
団
体
の
概
要
と
、（
基
礎
資
料
）
基
礎
自

治
団
体
の
概
要
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
16
）　

ソ
ウ
ル
特
別
市H
P

（http://japanese.seoul.go.kr/
）
や
釜
山
広
域
市H

P

（http://japanese.busan.go.kr/H
om

eM
ain.do

）、
外
務
省

「
大
韓
民
国
」（http://w

w
w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/area/korea/

）、
釜
山
広
域
市
庁
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
17
）　

釜
山
広
域
市
庁
や
釜
山
港
灣
公
社
（Busan Port A

uthority
）
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
そ
の
と
き
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
18
）　

小
川
昌
代
「
経
済
自
由
区
域
法
」
国
立
国
会
図
書
館
『
外
国
の
立
法　

二
一
五
』（http://w

w
w
.ndl.go.jp/jp/diet/publication/le-

gis/215/21510.pd

）
参
照
’。
な
お
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
周
藤
利
一
訳
［
韓
国
の
法
令
］「
経
済
自
由
区
域
の
指
定
及
び
運
営
に
関
す
る
特

別
法
」（http://w

w
w
.lij.jp/info/hourei/kankoku/kei/kei023.pdf

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）　K

orean Free Econom
ic Zones

（http://w
w
w
.fez.go.kr/jp/w

hat-is-free-econom
ic-zone.jsp

）
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。



日
本
と
韓
国
（
韓
国
と
日
本
）
の
地
方
分
権
改
革
と
地
域
活
性
化
策
の
現
状
（
山
田
）

三
四
五

（
20
）　

釜
山
広
域
市H

P

や
釜
山
広
域
市
庁
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
21
）　

釜
山
広
域
市H

P

（
日
本
語
版
）参
照

（
22
）　

国
土
交
通
調
査
室
・
山
口
広
文
「
離
島
振
興
の
現
状
と
課
題
」
国
立
国
会
図
書
館
『
調
査
と
情
報
』
二
〇
〇
九
年
二
月
二
六
日
、
一
―
二
頁
と
、

長
崎
県
『
し
ま
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る　

～
あ
ら
た
な
離
島
振
興
策
の
提
言
～
』
平
成
二
三
年
九
月
、
長
崎
県
企
画
振
興
部
『
長
崎
県
離

島
振
興
計
画
』
平
成
二
五
年
五
月
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
全
国
の
数
字
は
『
離
島
振
興
の
現
状
と
課
題
』
を
、
長
崎
県
の
離
島
の
数
字
は
『
長
崎

県
離
島
振
興
計
画
』
を
用
い
た
。
こ
れ
は
両
者
の
数
字
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
長
崎
県
内
の
数
字
は
長
崎
県
の
資
料
を
対
比
す
る

必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

（
23
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/

）
や
聞
き
取
り
調
査
で
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
24
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
［
平
成
二
五
年
度
予
算
］

（
25
）　

対
馬
観
光
物
産
協
会H

P

、「
対
馬
の
歴
史
一
覧
」（http://w

w
w
.tsushim

a-net.org/history/chronicle.php

）、「
し
ま
交
流
拡
大
特
区
」

（http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/kouhyou/031128/68.pdf

）、「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」（http://w

w
w
.kantei.go.

jp/jp/singi/tiiki//kouzou2/kouhyou/031222/066.pdf

）
参
照

（
26
）　

対
馬
合
併
六
町
協
議
会
「
新
市
建
設
計
画
」（http://w

w
w
.gappei-archive.soum

u.go.jp/db/42naga/176-tusim
a/kkeikaku.pdf

）、

長
崎
県
離
島
振
興
計
画
」（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/09/1378117744.pdf

）
参
照

（
27
）　
「
頑
張
る
地
方
応
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（http://w

arp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/w
w
w
.soum

u.go.jp/ganbaru/

）
参
照

（
28
）　

慶
應
義
塾
大
学
Ｓ
Ｆ
Ｃ
研
究
所
『
対
馬
市
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（https://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/08/1375316176.

pdf

）、
対
馬
市
Ｈ
Ｐ
「
平
成
二
三
年
度
［
農
林
水
産
部
］
組
織
目
標N

o22

」
参
照

（
29
）　

西
日
本
新
聞
二
〇
一
二
年
一
月
二
九
日
朝
刊
。
実
績
は
対
馬
市
『
対
馬
市
森
林
づ
く
り
基
本
計
画
（
修
正
案
）
平
成
二
五
年
（http://w

w
w
.

city.tsushim
a.nagasaki.jp/policy/im

ages/m
oridukuri_iinnkai/m

orisyuuseiann6.pd

）、
現
状
は
対
馬
市
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
得
た
も

の
で
あ
る
。

（
30
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/

）
や
聞
き
取
り
調
査
で
の
配
布
資
料
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。



三
四
六

（
31
）　

長
崎
県
観
光
振
興
課
『
長
崎
県
観
光
統
計
平
成
二
四
年
（
一
月
～
一
二
月
）』
観
光
振
興
課
平
成
二
五
年
六
月
一
三
日
（http://w

w
w
.pref.

nagasaki.jp/koho/hodo/upfile/20130613152954.pdf

）

（
32
）　

内
容
は
『
対
馬
の
歴
史
紹
介
』「
対
馬
の
出
入
国
者
の
現
状
と
課
題
」（http://tsushim

a-tokusan.com
/shiseki

）/

を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

数
字
は
法
務
省H

P

「
二
〇
一
二
年
法
務
省　

港
別
出
入
国
者
数
統
計　
（http://w

w
w
.m

oj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.
htm

l

」
を
参
照
し
た
。

（
33
）　

花
火
大
会
に
つ
い
て
は
対
馬
市
Ｈ
Ｐ
「
平
成
二
六
年
度
対
馬
花
火
大
会
の
お
知
ら
せ
」、
日
本
経
済
新
聞
「『
国
境
の
島
』
対
馬
、
花
火
で
日
韓

親
善   

一
〇
月
に
釜
山
か
ら
見
え
る
大
会
」（
二
〇
一
四
年
九
月
一
三
日
朝
刊
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
地
方
発
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
対
馬
と
プ
サ
ン   

国
境

を
超
え
た
花
火
』（
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
一
日
放
送
）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
34
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
や
対
馬
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
「
対
馬
の
歴
史
一
覧
」
や
朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会H

P

（http://enchiren.exblog.jp/

）
等
を

参
照
し
て
整
理
し
た
。
な
お
「『
通
信
』
と
は
、
お
互
い
に
信
（
よ
し
み
）
を
通
わ
し
あ
う
と
い
う
意
味
」
で
あ
り
、「
朝
鮮
王
朝
は
こ
の
外
交
使
節

の
こ
と
を
『
日
本
通
信
使
』
と
呼
ん
だ
」
の
で
あ
る
（
中
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
―
江
戸
日
本
の
誠
信
外
交
』
岩
波
新
書
一
〇
九
三
、
ⅱ
頁
。

（
35
）　

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
や
「
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
う
こ
そ
」（http://w

w
w
.jetprogram

m
e.org/j/introduction/positions.htm

l

）
参
照
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